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【法律の題名の略称】 

この書面において、法律の題名を以下のとおり略称する。 

・ 平和安全法制整備法（案）＝我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するため

の自衛隊法等の一部を改正する法律（案） 

・ 国際平和支援法（案）＝国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍

隊等に対する協力支援活動等に関する法律（案） 

・ 事態対処法＝武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国

及び国民の安全の確保に関する法律 

・ 国連平和維持活動協力法＝国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 

・ 行訴法＝行政事件訴訟法 
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請 求 の 趣 旨 

 

１ 防衛大臣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律９条４項に基

づき、自衛隊の部隊等に、同法３条５号ト若しくはラに掲げる国際平和協力業務

又は同号トに類するものとして同号ナの政令で定める国際平和協力業務を行わ

せてはならない。 

２ 防衛大臣は、自衛隊法９５条の２に基づき、自衛官に、アメリカ合衆国の軍隊

その他の外国の軍隊の部隊の武器等の警護を行わせてはならない。 

との判決を求める。 

 

請 求 の 原 因 

 

第１ 本件訴訟の概要と意義 

１ 新安保法制法の制定とその憲法違反、立憲主義違反 

２０１５年９月１９日、第１８９回国会の参議院本会議において、いわゆる新安

保法制法案（平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案）が採決され、賛成多数

で可決成立したとされた。そしてこれらの法律は、２０１６年３月２９日施行され

た。その基本的な内容は、２０１４年７月１日の閣議決定「国の存立を全うし、国

民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」（以下「２０１４年７月

閣議決定」という。）に基づくものとなっており、内閣が２０１５年５月１４日法案

の閣議決定（以下「２０１５年５月閣議決定」という。）をし、翌１５日これを国会

に提出して、その成立を求めたものである。 

この新安保法制法の中心的な内容は、政府が従来一貫して、憲法９条の下では許

されないとしてきた集団的自衛権の行使を「存立危機事態」における防衛出動とし

て容認し、また、これまで武力を行使する他国に対する支援活動をいわゆる「非戦

闘地域」等に限る等としてきた限定を大きく緩和し、「現に戦闘行為が行われている
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現場」以外の場所であれば、世界中で、弾薬の提供までも含む兵站活動を「後方支

援活動」ないし「協力支援活動」として広く認めようとする、などの点にある。また、

いわゆるＰＫＯにおいて駆け付け警護等の国際平和協力業務を拡大しそれに伴う任務遂

行のための武器使用を認め、あるいは米軍等他国軍隊の船舶・航空機をも含む武器等を防

護するための武器使用を認めることとした点も重大である。 

しかし、このような実力の行使等は、戦争を放棄し、戦力の保持を禁止し、交戦

権を否認した憲法９条に、明らかに違反するものであり、憲法９条の改正なくして

できることではない。成立したとされる上記新安保法制法は、憲法９条の平和主義

条項に違反して無効である。また、このように内閣及び国会が、憲法改正の手続を

とることなく、恣意的な憲法解釈の変更を行い、法律を制定して、憲法の条項を否

定することは、憲法尊重擁護義務に違反し、憲法改正手続をも潜脱するものとして、

立憲主義の根本理念を踏みにじるものであり、同時に国民主権の基本原理にも背くもの

である。 

２ 新安保法制法による原告らの権利の侵害 

原告らは、日本国憲法の下で生きる国民であり、市民である。原告らはこれまで、

日本国憲法の下で平和的生存権や基本的人権を享受し、またその保持のために不断

の努力を重ねてきたものであるが、新安保法制法は、原告らのこれらの権利を侵害

するとともに、原告らの日本国憲法の内容・条項を自ら決定するという国民として

の根源的権利ないし地位をも否定するものである。 

すなわち、新安保法制法は、①憲法前文及び９条の下で、戦争や武力の行使をせ

ず、戦争による被害も加害もない日本に生存することなどを内容とする、原告らの

平和のうちに生存する権利を侵害する。②また、日本が外国の戦争に加担すること

によって、国土が他国からの反撃やテロリズムの対象となり、あるいは外国での人

道的活動・経済的活動等を危険に晒すなど、生命・身体の安全を含む人格権を侵害

する。③そして、憲法改正の手続を経ることなく憲法違反の法律によって憲法の規

定を実質的に改変してしまった今回の新安保法制法制定の過程と手続は、国民投票
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権の保障に現れている、原告ら国民が自らの意思に基づいて憲法の条項と内容を決定する

根源的な権利（本書面では「憲法改正・決定権」という。）を侵害するものでもある。 

本件原告らのある者は、先のアジア・太平洋戦争において自らや家族が空襲・原

爆等による被害を受けた極限的な経験を有し、戦争の惨禍を身をもって体験し、そ

の体験を戦後７０年間背負って生きてきて、平和のうちに生存する権利がその人格

の核心部分を構成している。ある者は、米軍・自衛隊基地の近くに居住して、平時

でもテロ攻撃の危険に脅かされ、戦時ないし準戦時体制になれば相手国からの武力

攻撃の対象になる。ある者は、指定公共機関等で働き、日本の戦争遂行・戦争関与

のために戦争協力や危険な業務への従事を命ぜられることになる。ある者は、いざ

戦争となった場合に、青年として自ら戦場に駆り出される蓋然性が高い者やその家

族等である。その他本件原告らはいずれも、憲法９条に違反する新安保法制法の実

施によって日本が戦争をする国、できる国になることによって直接的な影響を受け、

切実な利害関係を有して、上記平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権の重大

な侵害を受ける者たちである。 

３ 関連事件と本件提訴 

原告らは、上記集団的自衛権の行使としての防衛出動、後方支援活動又は協力支援活

動としての自衛隊による物品又は役務の提供が、原告らの平和的生存権、人格権及び憲法

改正・決定権を侵害する公権力の行使であるとして、昨年４月２６日にその差止めの訴え

を御庁に提起し、この事件は御庁平成２８年（行ウ）第１６９号事件として民事第２部に

係属中である。 

本件は、次に述べる理由から、新安保法制法に関する他の重要な憲法上の問題を

有する国連平和維持活動協力法の改正により拡大されたいわゆる駆け付け警護等の

新たな国際平和協力業務とそれに伴う武器使用の問題、及び自衛隊法の改正による

米軍等外国軍隊の武器等防護の問題について、上記係属事件に続いて追加提訴を行

うものである。 
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４ 駆け付け警護等及び武器等防護の違憲性と危険性 

新安保法制法が２０１６年３月２９日に施行されてから１年余が経過したが、こ

の間、これが実際に適用された例として、一つには、国連平和維持活動協力法の改

正によって新設された国際平和協力業務であるいわゆる「駆け付け警護」（同法３条

５号ラ）の任務が、２０１６年１１月１５日の閣議決定等によって国際連合南スー

ダン共和国ミッション（ＵＮＭＩＳＳ。以下「南スーダンＰＫＯ」ともいう。）に派

遣されている自衛隊の部隊等に付与され、またもう一つとして、自衛隊法の改正に

より新設された同法９５条の２に規定する合衆国軍隊等の部隊の武器等防護のため、

２０１７年５月１日から３日までの間、防衛大臣により、海上自衛隊の護衛艦２隻

による米海軍の補給艦の警護が命じられた。 

これらの新設された各規定も、２０１４年７月閣議決定のときからすでに、憲法

９条に違反するものであること及びその危険性が指摘されてきたものであったが、

上記実際の適用過程は、詳しくは後述するが、まさに日本が武力の行使や戦闘行為

に至りかねない現実的危険性を示すものであった。 

すなわち、南スーダンにおいては、大規模な戦闘の発生等、内戦が激化してＵＮ

ＭＩＳＳの筆頭任務が住民保護となり、そのための武力行使権限も認められるに至

っている状況の下で、新任務を付与された自衛隊の部隊が、実際に駆け付け警護に

出動し、活動関係者の救出等を行うために武器の使用をすれば、対立当事者のどち

らかとの戦闘行為に発展すること、そして自衛隊員が殺傷し又は殺傷される事態が

生ずることが現実に危惧される状況にある。政府は、本年３月１０日、５月までに

自衛隊の部隊を撤収することを決定し、５月２５日その撤収を終えたが、南スーダ

ンは、駆け付け警護の実施はおろか、武力の行使を禁じられている自衛隊の派遣を

これ以上続けること自体が極めて危険な状況にある。そして、後述のとおり、政府

や自衛隊によって現地の危険な状態に関する情報等が秘匿、隠匿されていたという

重大な事実も含め、今後ともＰＫＯにおいて同様の危険が繰り返されかねない。 

また、米海軍補給艦の武器等防護は、米国と北朝鮮との緊張・対立関係が激化す
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る状況の下、米国がカールビンソン空母打撃群を北朝鮮近海に向かわせ、その軍事

的圧力を強める過程で、海上自衛隊の護衛艦がカールビンソンと共同訓練を繰り返

した上、日本海に展開するに至ったカールビンソン及びその随伴艦への補給等に向

かうとみられる当該補給艦を、例えばミサイル攻撃等の外部の侵害から警護すると

いうものである。これは、憲法上武力の行使を禁じられているにもかかわらず、米

軍艦船に攻撃があればこれに対して米軍艦船を防護するために対抗して武器を使用

するという積極的姿勢を誇示しようとするものであり、日本を米朝対立の明確な軍

事的一方当事者と位置づけるものであるとともに、一触即発の状況になれば現実に

戦火を交える事態に突き進みかねない性格のものである。そして、かかる米軍等の

武器等防護のための警護は、今後ともいつ発動されるか、また繰り返されるか分か

らない状況にある。 

このように、新安保法制法によって新設された国連平和維持活動協力法の駆け付

け警護の規定及び自衛隊法の外国軍隊の武器等防護の規定は、いずれも日本が武力

の行使をし又はその具体的危険を生じさせるものとして憲法９条に違反するもので

ある。 

５ 駆け付け警護等及び武器等防護の差止めの必要性 

そして、これらの規定に基づく駆け付け警護等の実施や米軍等の武器等防護の実

施は、取りも直さず、原告らの平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権を侵害

するものである。 

このことも詳しくは後述するが、原告らは、これらの規定が憲法前文や９条に違

反するにもかかわらず、国民として自らその憲法改正の是非を決定する権利、拒否

する権利を奪われたまま、その規定が制定・施行・適用され、その既成事実が積み

重ねられてしまっている。そして、上記自衛隊の部隊に対する駆け付け警護の新任

務の付与や、米軍の武器等防護のための米軍艦船の自衛隊の護衛艦による警護の実

施は、自衛隊の武力の行使に至る現実的危険を生じさせたものとして、２０１４年

７月閣議決定及び新安保法制法の制定による原告らの平和的生存権及び人格権の侵
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害の具体化、現実化にほかならない。 

本件訴訟は、このような原告らの権利を守り、その侵害を排除するため、改正国連平

和維持活動協力法によって追加された国際平和協力業務であるいわゆる安全確保業務及

びこれに類するものとして政令で定める業務（同法３条５号ト及びナ）及びいわゆる駆け

付け警護（同号ラ）の実施、並びに改正自衛隊法９５条の２に規定する米軍等外国の軍隊

の部隊の武器等の警護の実施について、その差止めを求めるものである。 

これらの国際平和協力業務又は武器等防護の実施は、原告らの上記権利を侵害し、

その侵害状態の受忍を強制する行政処分ないし公権力の行使であり、原告らにはこれらの

処分によって重大な損害を生ずるおそれがあり、またこれらの処分がなされる蓋然性があ

るので、行政事件訴訟法３条７項及び３７条の４に基づき、その差止めを求めるものであ

る。 

６ 本訴状の構成等 

本訴状では、以下、このような差止請求の必要性と正当性を裏付けるため、改正

国連平和維持活動協力法に基づく駆け付け警護等新たな国際平和協力業務の違憲性

の一般論（第２）、その南スーダンにおける適用における具体的な危険性と違憲性（第

３）、さらにその南スーダンにおける危険な実態に関する情報が政府によって国民に

隠匿されようとした事実及び防衛・軍事問題に関する情報秘匿の重大性と危険性（第

４）、改正自衛隊法に基づく米軍等の武器等防護の違憲性と実際にその適用として発

せられた警護命令の危険性（第５）、そしてこれらによる原告らの権利侵害の内容に

ついて論じ（第６）、最後にこれらの実施を行訴法３条７項、３７条の４の差止めの

訴えの対象として請求することの法的根拠を述べる（第７）。 

なお、駆け付け警護等及び武器等防護その他、新安保法制法の制定による本件原

告ら各人についての権利侵害及び将来の危険性の個別的内容は、別途準備書面で述

べる。 
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第２ 国連平和維持活動協力法の駆け付け警護等の違憲性 

１ 改正された国連平和維持活動協力法の内容 

（１）新安保法制法によって改正された国連平和維持活動協力法の主な点は、以下

の部分である。 

すなわち、改正された国連平和維持活動協力法では、①自衛隊の部隊等は、

「国際連合平和維持活動」のみならず、国連が統括しない有志連合による「国

際連携平和安全活動」へ加も可能となり、②かつ、そのいずれの活動において

も、これまで憲法９条の解釈上、「武力の行使」に当たる危険があるものとして

認めてこなかった「安全確保業務」や「駆け付け警護」等を、実施対象として

の国際平和協力業務として認め、③さらに、いわゆる任務遂行のための武器の

使用等を可能にするなど武器使用権限を大きく拡大している。 

（２）国際連携平和安全活動というのは、これまで日本は国連が自ら統括する、す

なわち国連が組織し、国連の指図（同法７条２項）の下で行われる平和維持活

動にのみ参加することとされていたのを、それに限らず、国連関係機関の決議・

要請・支持、さらには国連以外の国際機関等の要請により、二以上の国の連携

（有志連合）により実施される、国連が統括しない平和維持活動にも参加でき

ることとしたもので（同法３条２号）、日本が平和維持活動（ＰＫＯ）に参加す

る機会を拡大したものである。なお、そこで対象となる国際平和協力業務は、

国際連合平和維持活動（国連ＰＫＯ）と同じである（同条５号）。 

（３）次に、これまで同法は、自衛隊の活動が、憲法９条の禁じる「武力の行使」

に当たることのないよう、平和維持活動のために実施できる国際平和協力業務

を限定列挙し（改正前の同法３条３号）、いわゆる「安全確保業務」や「駆け付

け警護」は行うことができないとされてきた。ところが、今回の同法改正によ

って、上記②の国際平和協力業務を行うことが可能とされ、これに伴う武器使

用権限も拡大された。 

「安全確保業務」と呼ばれるものは、「防護を必要とする住民、被災民その他
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の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区域の保

安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護」と規定されている（同法３条５

号ト。以下「安全確保業務」という。）。これは、２０１４年７月閣議決定では

「住民保護などの治安の維持」と表記されていたものであり、住民保護・治安

維持活動にほかならない。関連して改正法は、国際連合平和維持活動及び国際

連携平和安全活動の定義（３条１号及び２号）の中に、「紛争による混乱に伴う

切迫した暴力の脅威からの住民の保護」という文言を加えている。なお、「安全

確保業務」に類するものとして政令で定める業務も国際平和協力業務に含まれ

る（同法３条５号ナ。以下、安全確保業務とこの政令指定業務を併せて「安全

確保業務等」という。）。 

また、「駆け付け警護」と呼ばれるものは、「ヲからネまでに掲げる業務又は

これらの業務に類するものとしてナの政令で定める業務〔被災民救援等、自衛

隊の部隊等が行う国際平和協力業務で国会の承認を要しないもの－引用者注〕

を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動及び人道

的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者（以下このラ及

び第２６条第２項において「活動関係者」という。）の生命又は身体に対する不

測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応

して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護」と規定されている（同法３条

５号ラ。以下「駆け付け警護」という。また、駆け付け警護と安全確保活動等

を併せて以下「駆け付け警護等」という。）。これは、ＮＧＯや他国の部隊等の

ＰＫＯ活動関係者が敵対勢力等に襲われた場合にその侵害や危難から救出する

等の業務である。 

なお、安全確保業務等及び駆け付け警護については、国連平和維持活動・国

際平和協力業務等が行われる期間を通じて、紛争当事者や受入国の当該活動等

についての同意が安定的に維持されると認められることが、その実施の要件と

されている（同法６条１項、１３項９～１１号）。 
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（４）そして、これまで、自衛隊の部隊等に所属して国際平和協力業務に従事する

自衛官の武器の使用については、「自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員

若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防

衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その

事態に応じ合理的に必要と判断される限度で」許される（改正前の同法２４条

３項）とされ、いわゆる自己保存型の武器使用しか認められてこなかったが、

同法の改正により、いわゆる任務遂行型の武器使用が容認された。 

すなわち、同法２６条１項により、安全確保業務等に従事する自衛官は、「そ

の業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、

又はその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める

相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で」、

武器を使用することができることとされた。また、同条２項により、駆け付け

警護に従事する自衛官は、「その業務を行うに際し、自己又はその保護しようと

する活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認め

る相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度

で」、武器を使用することができることとされた。これらは、住民保護・治安維

持等の任務の遂行のためや駆け付け警護対象者の救護等のために、これを妨害

しようとする武装勢力等に対して、その目的達成に必要な武器使用を認めよう

とするものであり、その性質上武装勢力の排除等を行うに足りる強力な武器使

用が必要となる（以下では、同条１項及び２項で認められる武器使用を合わせ

て「任務遂行のための武器使用」という。）。 

（５）なお、今回の改正により、自衛隊の部隊等に所属して国際平和協力業務に従

事する自衛官は、共に宿営する外国の軍隊の部隊の要員と共同して武器を使用

すること（宿営地共同防護）が可能とされた（同法２５条７項）。すなわち当該

自衛官は、その共に宿営する宿営地に対する攻撃があったときは、自己又は自

己と共に当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない
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必要があると認める相当の理由がある場合には、共に宿営する外国の軍隊の部

隊の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態に応じ合理的に必要と判断さ

れる限度で、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置を

とる当該外国の部隊の要員と共同して、武器の使用をすることができるとされ

た。 

この武器使用は、法文上は、いわゆる自己保存のための武器使用の類型に含

めて規定されているが、外国軍隊と共同して、共同宿営地及びそこに所在する

者全体を防護しようとするものであり、従来の個人の自己保存のための武器使

用とは異質のものであり、その問題点も後に触れる。 

２ 改正された国連平和維持活動協力法の違憲性 

（１）これまで、国連平和維持活動協力法に基づく国連平和維持活動において安全

確保業務や駆け付け警護が認められてこなかったのは、これらの任務に従事す

るためには、その任務を遂行して目的を達成するため、またこれに従事する自

衛隊員の安全を確保するためにも、強力な武器使用権限を認めざるをえず、そ

の場合、憲法９条の禁止する「武力の行使」に該当する可能性が高いためであ

った。 

すなわち、同法において、国連平和維持活動に伴う武器の使用が認められて

きたが、従来政府は、この武器の使用は「いわば自己保存のための自然権的権

利」であることを根拠に憲法９条１項で禁止された「武力の行使」に当たらな

いと説明してきた（１９９１年９月２７日付け政府統一見解）。そして、「自己

保存の自然的権利とは言えないような、任務の遂行を実力をもって妨げる企て

に対抗するために武器を使用するときは、状況によりまして国際的な武力紛争

の一環として戦闘を行うという評価を受けることになりまして、このような武

器の使用は憲法９条で禁止された武力の行使に当たるという疑いを否定するこ

とができない」（１９９６年５月７日参議院内閣委員会内閣法制局第一部長答弁）

などと説明し、これを認めてこなかったのである。 
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（２）ところが、今般、政府は、駆け付け警護等の国際平和協力業務を追加し、ま

たいわゆる任務遂行型の武器使用権限まで認めるに至った。そして、それが「武

力の行使」に当たらないことの説明として、「武力の行使」とは国際的な武力紛

争、すなわち国又は国に準ずる組織の間での武力を用いた紛争の一環としての

戦闘行為をいうとの解釈（２００２年２月５日政府答弁書）を前提に、いわゆ

るＰＫＯ参加５原則が満たされており、派遣先及び紛争当事者の受入れ同意が

確保されていることが前提となっていることから、自衛隊が国家又は国家に準

ずる組織に対して敵対することはないから、武力の行使を行ったと評価される

ことはなく、憲法９条との関係で問題となることはない、などと説明している

（２０１４年７月閣議決定、２０１５年８月２５日参議院安保法制特別委員会

内閣総理大臣答弁ほか）。 

（３）しかし、駆け付け警護等は、その本質として必然的に強力な武器使用を伴う

ものである。すなわち安全確保業務は、住民等の生命、身体及び財産に対する

危害の防止や特定の地域の警備等を内容とするのであるから、これらの任務を

遂行するために強力な武器使用が不可欠であるし、駆け付け警護は、活動関係

者の生命又は身体に対する不測の侵害又は危害が生じ、又は生じるおそれがあ

る場合にその生命及び身体の保護を行うわけであるから、その任務は強力な武

器使用権限を伴わないことには遂行できない。そして、その自衛隊の任務の遂

行に対して相手方が反撃してくれば、そこに戦闘行為が発生することは避けら

れない。 

したがって、上記の従来の政府説明のとおり、「任務遂行を実力をもって妨げ

る企てに対抗するために武器を使用するときは、状況により国際的な武力紛争

の一環として戦闘を行うという評価を受けることになり」「このような武器の使

用は憲法９条で禁止された武力の行使に当たるという疑いを否定することがで

きない」のである。 

（４）今回政府は、ＰＫＯ参加５原則を満たしていれば、国又は国に準ずる組織が
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登場することはありえないという説明で、憲法上の問題をクリアしようとして

いるが、以下で述べるとおり、現在の国連ＰＫＯの変容も踏まえた場合、それ

には全く無理がある。 

ＰＫＯ参加５原則とは、①紛争当事者間で停戦合意が成立していること、②

受入国を含む紛争当事者のすべてが、当該ＰＫＯ及び日本のＰＫＯへの参加に

同意していること、③当該ＰＫＯが中立の立場で行われること、④これら３つ

のいずれかが満たされないこととなった場合の撤収、⑤武器の使用は、要員の

生命等の防護に必要最小限度のものに限ること、をいう。これは、１９９０年

の湾岸戦争を機に、日本も人的国際貢献を行うための制度構築が急務であると

して、国連平和維持活動協力法が１９９２年に制定されたが、その際、憲法９

条との整合性を図るために確認され、法文に組み入れられたものである。 

しかし、今日、国連の平和維持活動は、以下に述べるとおり、１９９２年に

国連平和維持活動協力法が制定された以前とは大きく変質し、多くの国連平和

維持活動は、国連安全保障理事会（以下「安保理」という。）の決議で、その主

要任務が住民の保護とされ、任務遂行のための武力行使の権限が認められてい

る。この住民保護を主要任務とするＰＫＯにあっては、ＰＫＯ参加５原則はも

はや厳密には遵守できないし、「国又は国に準ずる組織が登場することはありえ

ない」という状況ではないのである。 

（５）したがって、自衛隊の部隊等が、国際連合平和維持活動又は国際連携平和安

全活動としての国際平和協力業務として、駆け付け警護等を行う場合、今日の

ＰＫＯの現実を踏まえれば、それは武装勢力等との武力衝突を招き、さらに武

力の行使へと発展する可能性が極めて高く、明らかに憲法９条に違反するもの

である。 

（６）ここで、宿営地共同防護の問題に触れておく。 

ア 前記のように、これは国連平和維持活動協力法２５条７項として新設され

たもので、駆け付け警護等のように任務遂行のための武器使用という位置
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付けではなく、「自己又は自己と共に当該宿営地に所在する者の生命又は身

体を防護するため」の武器使用とされている。しかし、「当該宿営地に所在

する者」は、自己の管理下に入った者ですらない、外国の軍隊の隊員等を

防護するため、その隊員等と共同して武器を用いることを認めるものであ

り、武器使用の範囲を一挙に広げるものである。 

しかも、共同して武器を使用するのは外国の軍隊であり、国連ＰＫＯを

構成する外国の軍隊も、武力の行使を認められている。したがって、この

外国の軍隊と共同して防護のための武器使用をする自衛隊員も、その武力

の行使の一環として、又は武力の行使と連携し、一体となって武器を使用

することになる。加えて、ＰＫＯの共同宿営地は、南スーダンの例でも広

大な敷地に多数の他国軍隊が宿営しており、その多数の国の軍隊と共同し

て外敵から防護することになる。 

これは、自己保全のための自然権的権利として小型武器を用いるのとは

全く異質のものであり、憲法９条で禁止された武力の行使に該当すると言

わなければならない。 

イ この共同宿営地防護のための武器使用は、南スーダンＰＫＯにおいて、２

０１３年１２月に発生した武力衝突の際、当時の第５次隊が憲法上問題が

あるとして、他国と共同での武器使用を行わなかったものである。 

すなわち、当時の陸上自衛隊研究本部が作成した「『南スーダン派遣施設

隊第５次要員に係る教訓要報』について」によると、同月２４日ＵＮＭＩ

ＳＳから、共同宿営地であるＵＮトンピン地区の警備施設強化命令が出さ

れ、ゲートや望楼の設置等とともに、「火網の連携」が示されたが、自衛隊

はこの「火網の連携」を除外して対処した。「火網の連携」とは、多数の国

の軍隊の火砲の光跡が網の目のように飛び交う状態を指しているが、「我が

国の従来の憲法解（ママ）において違憲とされる武力行使にあたるとされ

ていたため、他国軍との間での『火網の連携』は実現困難と見られていた
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ものの、今後の法整備の状況によっては、連携の調整もありうる」と記さ

れている。 

国連平和維持活動協力法２５条７項は、このように憲法違反と認識され

ていた武器使用を可能にしようとしたものである。 

３ 国連ＰＫＯの変質と駆け付け警護等 

（１）国連ＰＫＯ（Peace Keeping Operation 平和維持活動）は、もともとは地域

紛争の停戦合意後に、紛争の再発を防止し、平和の維持・回復を促進するため

に、非武装の軍事監視団や軽武装の平和維持軍によって行われる活動である。

その起源は１９４８年の国連パレスチナ休戦監視機構に遡る。しかし、この活

動は、国連憲章にその明文の規定を有しない。国連ＰＫＯは国連設立時に予定

されていた活動ではなく、その後の冷戦の下、機能不全に陥った国連がその実

行を通じて発展させてきた活動である。 

その活動の３つの基本原則として、①紛争当事者の同意、②公平性、③自衛

以外の武力不行使原則、がある。 

（２）もっとも、国連ＰＫＯはその都度それぞれの紛争に対応して弾力的に設立さ

れ、徐々にその活動範囲や任務を拡大してきた。 

とりわけ、冷戦崩壊後は、各地で内戦が多発し、多くの一般市民の被害を急

増させたことから、激しい内戦に対応すべく、より「強化された」国連ＰＫＯ

が求められるようになり、その任務も拡大され、３つの基本原則も修正がなさ

れてきた。 

すなわち、上記の国連ＰＫＯの３つの基本原則は、今日では以下のように理

解されている。すなわち、①同意とは、主要な紛争当事者の同意を指し、完全

な同意とは言い難い場合も含まれる。また、②公平性というのは、中立性を意

味するものではなく、国連ＰＫＯはいずれの紛争当事者に対しても偏見なくそ

の任務を遂行しなければならないとの意味だとされている。また③自衛以外の

武力不行使原則は、当初は、要員の生命・身体の防衛のための武力行使のみが
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自衛のための武力行使であると考えられていたが、任務の遂行を確保するため

の武力の行使も自衛に含まれるとされるようになっている（松葉真美「国連平

和維持活動（ＰＫＯ）の発展と武力行使をめぐる原則の変化」レファレンス２

０１０年１月号１７～１９頁）。 

（３）さらに、一般市民に対する脅威や和平プロセスへの妨害が頻繁にみられる地

域に派遣される現代の国連ＰＫＯには、そうした妨害を抑止し、一般市民を守

るために、予防的な武力の行使を含め、「あらゆる手段をとる」ことを認める強

力な任務が与えられるようになった。（国連平和維持活動局・フィールド支援局

「国連平和維持活動 原則と指針」２００８年など参照） 

この強化された現代の国連ＰＫＯの特徴をもっとも象徴的に示しているのが、

１９９９年８月１２日付の国連アナン事務総長告示「国連部隊による国際人道

法の順守」である。同告示は、「国連の指揮と統制の下に作戦を遂行する国連部

隊に適用される国連人道法の基本原則と規律を定めることを目的」とするもの

であり、同告示により、国連ＰＫＯの軍事要員には国連人道法（交戦法規）が

適用され、交戦主体となることが明確にされた。これについて、国連事務次長

補ブリーフィングは、「平和維持要員は停戦が確保されてからはじめて現地で活

動を展開するため、戦闘状態を取り扱うジュネーブ条約を国連部隊に適用する

必要性はないはずだとする理解が一般的だった」が、「しかし、実際のところ、

国連部隊はしばしば、戦闘状態に巻き込まれること」があったからだと説明し

ている。 

これを受けた２０００年８月のいわゆる「ブラヒミ・レポート」（国連平和活

動検討パネルの報告書。パネルの委員長がラクダー・ブラヒミ。）は、ＰＫＯの

依って立つべき公平原則とはＰＫＯの任務に忠実であることであり、常に中立

の立場を維持することとは異なるとし、任務の遂行を妨げる紛争当事者に対し

ては、断固としてそれを排除する行動が認められる、とされた。そして、強力

な交戦規則の必要性、公平性概念の修正、任務を明記した安保理決議の採択を
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求めている。 

（４）以上のとおり、今日頻発している激しい内戦に対応する国連ＰＫＯは、住民

保護という任務のために、武力の行使が認められた国連ＰＫＯであり、紛争主

体であって、かつてのような停戦監視を任務とする国連ＰＫＯではない。 

日本で国連平和維持活動協力法が制定された１９９２年以降、国連のＰＫＯ

はこのように大きく変質してきた。現在の国連ＰＫＯは、同法が前提としてい

たかつてのＰＫＯではない。 

そして、武力の行使を認められた紛争主体としての国連ＰＫＯに、駆け付け

警護等とその任務遂行のための武器使用を認められた自衛隊の部隊等が参加し

てその任務を遂行しようとするとき、敵対する勢力との戦闘に直面し、交戦状

態に陥り、否応なく互いに殺傷を余儀なくされる事態に至る危険は、極めて大

きい。そして、その敵対する相手方は、次に見る南スーダンＰＫＯが直面して

きた状況からも明らかなように、「国又は国に準ずる組織」であることも避けら

れない。 

 

第３ 南スーダンの実態と改正国連平和維持活動協力法適用の違憲性 

以上のように憲法９条に違反する改正国連平和維持活動協力法の南スーダンＰ

ＫＯへの適用過程は、自衛隊がいつ武力の行使に巻き込まれ、殺傷し殺傷される危

険に遭遇するか分からない、極めて危険なものであった。ＰＫＯ参加５原則が満た

される条件など、到底存在しない。すなわち、以下に述べるように、南スーダンは

内戦状態、戦争状態にあり、国連ＰＫＯ（ＵＮＭＩＳＳ）は、南スーダン政府軍と

も反政府軍とも対立して武力の行使をせざるを得ない状況であった。それは明らか

に、「国又は国に準ずるもの」との交戦である。そのような状況の中で、日本の自衛

隊の部隊に新たに付与された、活動関係者の駆け付け警護とは、余りにも危険なも

のであり、武力の行使と背中合わせのものにほかならない。 

以下、この問題を、南スーダンの実情の中で明らかにする。 
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１ 南スーダン派遣部隊への新任務等の付与 

政府は、２０１６年１１月１５日、「南スーダン国際平和協力業務実施計画」を

改正する閣議決定を行い、国連南スーダンＰＫＯ（ＵＮＭＩＳＳ）に派遣する国際

平和協力隊の自衛隊の部隊等に対し、改正された国連平和維持活動協力法に基づく

駆け付け警護（同法３条５号ラに掲げる業務）を新たな任務として追加した。また、

同日、政府として「新任務付与に関する基本的な考え方」を策定し、自衛隊の部隊

等は施設部隊であり治安維持は任務ではないとしつつ、しかし実際の現場において

は自衛隊が近くにいて助ける能力があるにもかかわらず何もしないというわけには

いかないとし、ただし、「そもそも治安維持に必要な能力を有していない施設部隊で

ある自衛隊が、他国の軍人を『駆け付け警護』することは想定されない」として、

他国の軍隊の部隊に対する駆け付け警護は行わないこととした。 

また、上記「新任務付与に関する基本的な考え方」の中で、「宿営地の共同防護」

について、南スーダンの自衛隊やルワンダほかの一つの宿営地に武装集団による襲

撃があった場合、これまで自衛隊は共同して対処することができなかったが、「他国

の要員と自衛隊員は、いわば運命共同体であり、共同して対処した方が、その安全

を高めることができる」等として、その実施を明確にした。なお、宿営地共同防護

のための武器使用は、国際平和協力業務に従事する自衛官に、法律上当然に認めら

れる位置付けになっており（同法２４条７項）、そのためであろうが、駆け付け警護

のような新たな任務の付与という形にはなっていない。 

２ 南スーダンへの改正法適用の基本的問題点 

ところで、南スーダンでは、それに先立つ２０１６年７月にキール大統領派とマ

シャール前副大統領派との間で大規模な武力衝突が発生し、再び激しい内戦に突入

し、国内は混乱を極めている。 

かかる状況においては、上記の新任務の付与等により、自衛隊が現地で実際に駆

け付け警護や宿営地共同防護を実施せざるをえないこととなる可能性は極めて高く、

その場合、上記第２で述べたとおり、憲法９条に違反する事態が現実化しかねない
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状況にあった。 

ただ、その後政府は、本年３月１０日に至り、突然、南スーダンに派遣している

自衛隊施設部隊の５月末までの撤収を決定し（「ＵＮＭＩＳＳにおける自衛隊施設部

隊の活動終了に関する基本的な考え方」）、数次に分けて撤収を行ってきた。そのた

め、現状では上記駆け付け警護等の危険性が現実化することなく、事なきを得てい

るが、しかしそれは、新安保法制法による国連平和維持活動協力法改正法の実際の

適用、それによる駆け付け警護の新任務の付与等により、現に自衛隊の部隊がそれ

をいつ実施することになるか分からず、その結果、敵対勢力との戦闘行為、自衛隊

員又は敵対勢力の殺傷、そして武力の行使に至る危険に現実に直面していた事実は、

決して消えることはない。さらに、仮に南スーダンＰＫＯからは撤収しても、今後

別のＰＫＯに自衛隊の部隊等が派遣される蓋然性は高く、その場合に決して南スー

ダンで自衛隊の部隊等が直面した危険が繰り返されてはならない。 

そしてこれらのことは、新安保法制法の制定による本件原告らの平和的生存権、

人格権及び憲法改正・決定権の侵害の内容を、具体的・現実的な事実をもって明ら

かにするものである。 

そこで以下、南スーダンの情勢について説明し、自衛隊の部隊等が派遣されてき

た南スーダンにおいては、ＰＫＯ参加５原則の柱である停戦合意など存在しないこ

とを確認する。 

さらに、停戦合意の存在を含むＰＫＯ参加５原則が維持されていれば、駆け付け

警護等の新任務の実施が憲法９条に違反することはないというのが、政府の説明で

あった。しかし、上記のように、今日、国連ＰＫＯが大きく変質し、国連ＰＫＯ自

身が活動するに当たり停戦合意の存在を前提にしておらず、また、多くの国連ＰＫ

Ｏは住民の保護を主要任務としており、住民の保護のためには、武力行使も辞さず、

交戦主体となることを前提としている下で、ＵＮＭＩＳＳも、２０１３年１２月の

内戦勃発を受けて、２０１４年５月の安保理決議２１５５号により、住民保護のた

めに武力行使権限を与えられ、交戦主体となることを認められた国連ＰＫＯとなっ
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ており、ＵＮＭＩＳＳのもとで任務に就く自衛隊が、ＰＫＯ参加５原則を堅持する

ことは、そもそも困難であることを述べる。 

そして、現在の南スーダンの情勢や２０１６年１１月１５日付けの政府の「新任

務付与に関する基本的な考え方」を踏まえ、駆け付け警護及び宿営地共同防護の危

険性と問題点について述べる。 

３ 国連南スーダンＰＫＯ（ＵＮＭＩＳＳ） 

国連南スーダンＰＫＯ（ＵＮＭＩＳＳ）は、もともと、２０１１年７月８日の国

連安保理決議１９９６号で、南スーダンの独立を受けた新たな国づくりを支援する

ために創設された国連ＰＫＯである。当初は長期的な国づくり支援を目的としてお

り、紛争当事者が存在しないという前提でスタートした。（なお、日本政府は、２０

１１年１１月１５日にＵＮＭＩＳＳへの自衛隊の派遣を決定して、まず司令部要員

を派遣し、翌２０１２年１月から陸上自衛隊施設部隊の第１次隊を南スーダンに派

遣し、その後自衛隊は、２０１６年１１月新任務を付与されて派遣された第１１次

隊に至るまで、南スーダンでのＰＫＯ活動を継続してきた。） 

ところが、２０１３年１２月に勃発した内戦を受け、２０１４年５月２７日、国

連安保理は決議２１５５号でＵＮＭＩＳＳの任務を変更し、住民保護を筆頭任務と

し、国連ＰＫＯ部隊の兵力の上限も引き上げた。この安保理決議により、ＵＮＭＩ

ＳＳは、任務遂行のために、政府軍、反政府軍との戦闘をも想定するものとなって

いる。ちなみに、２０１５年８月２１日の国連事務総長報告は、２０１４年４月か

ら８月までのＵＮＭＩＳＳに対する攻撃１０２件のうち、実に９２件が南スーダン

政府軍によるものだと認定しており、実際にＵＮＭＩＳＳと政府軍との交戦の事実

も報道されている。 

４ 南スーダンＰＫＯの経過の概要とその実態 

南スーダンＰＫＯに関連する主なできごとの経過概要は、本書面別表のとおりで

ある。 

（１）南スーダンにおける対立関係 
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２０１１年７月にスーダンから独立を果たした南スーダン共和国では、２０

１３年７月、南スーダン政権与党（ＳＰＬＭ）内部で権力闘争が起き、キール

大統領がマシャール副大統領を含む全閣僚を解任したことに端を発し、２０１

３年１２月に首都ジュバでキール大統領派（政府軍ＳＰＬＭ）とマシャール前

副大統領派（反政府軍ＳＰＬＡ－ＩＯ）との間で大規模な武力衝突が発生した。 

その後、キール大統領の出身ディンカ族とマシャール前副大統領の出身のヌ

エル族との民族対立も広がり、内戦は瞬く間に南スーダン全土に広がり、村落

焼き討ち、虐殺、集団レイプ、強制移住、少年兵の徴用等が行われ、死者数万

人、全人口の２割に当たる２３０万人が国内外の避難民となるという大惨事に

発展した。 

その後、政府間開発機構（ＩＧＡＤ）や周辺諸国の仲介もあり、２０１５年

８月、大統領派と副大統領派の間で停戦合意が結ばれた。 

しかし、その後も不安定な状況が続き、２０１６年１月２１日付けの国連報

告書は「この２年間で情け容赦のない戦闘とその多方面にわたる影響が続いて

おり、民間人全体の人権と生活条件に対する重大な衝撃を与えている」として

いたが、２０１６年４月、マシャール副大統領がジュバに帰還し、上記２０１

５年８月の停戦合意に基づく暫定政府が樹立された。 

（２）２０１６年７月、首都ジュバで何が起きたか 

ところが、その後、２０１６年７月８日に首都ジュバでキール大統領派とマ

シャール前副大統領派との間で大規模な戦闘が再燃し、３００名以上の市民が

死亡し、ＵＮＭＩＳＳの中国部隊要員２名が死亡し、外国人援助関係者がＵＮ

ＭＩＳＳ司令部のすぐそばのテラインホテルで、大統領派の兵士に集団レイプ

される等の事態にまで発展した。このとき、７月１０日から１１日にかけて、

自衛隊の宿営地の隣にある建設中のビルで、ビルに立てこもった反政府勢力２

０名と政府軍の間で２日間にわたり銃撃戦が起きていたことも判明している。

（なお、このとき自衛隊派遣部隊が作成していた日報に生々しい「戦闘」の実
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態の記載があり、これらの文書が防衛省によって不開示とされ、後に公表され

た経緯と問題については、第４で後述する。また、その記載内容が、まさに「戦

闘」状態を示すものであったことも、そこで述べる。） 

これを受けて、日本政府は、ジュバを含む南スーダン全域を渡航禁止のレベ

ル４に引き上げ、ジュバで活動していた国際協力機構（ＪＩＣＡ）関係者ら在

留邦人４０数名は、ＪＩＣＡ自らが手配したチャーター機で国外退避した。し

かし、かかる事態にもかかわらず、菅官房長官は、７月１１日の記者会見で「（Ｐ

ＫＯ派遣の）５原則が崩れたとは考えていない」と述べた。 

国連難民高等弁務官事務所によると、７月の戦闘再燃で、新たに約２０万人

が隣国ウガンダなどに避難し、難民の数は計１００万人を突破した。 

７月１１日にマシャール前副大統領が南スーダンを逃れ出国し、その後、キ

ール大統領はマシャール副大統領とその側近を閣僚から解任した。 

 マシャール前副大統領の敗走により、首都ジュバはやや落ち着きをとりも

どしたが、その後、マシャール副大統領は、南アフリカ共和国で、取材に応じ

「和平合意は崩壊した」「ジュバを解放できるだけの十分な部隊を有している」

「我々は攻撃されれば反撃する」などと述べて、今後武力でキール政権を攻撃

する強い意欲を示している。 

（３）戦闘と人権侵害の実態 

７月８日から１１日にかけての激しい戦闘と、人権侵害の状況について、３

つの報告書により、その実態を明らかにしておく。なお、これらの報告書を日

本政府は当然に把握し、そこに記載された南スーダンの客観的な状況を認識し

ていたはずである。（それにもかかわらず、ＰＫＯ参加５原則は維持されている

として、駆け付け警護の新任務を付与したのである。） 

ア ２０１６年１０月２５日 アムネスティインターナショナル報告書（概要

より） 

「２０１６年７月８日に南スーダン大統領府建物で勃発した銃撃戦と、
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その後首都の他の地域へ波及した戦闘は、新しい移行統一政府を打ち壊し、

２０１５年８月の和平合意の履行を脅かした。」４日間以上にわたり、ジュ

バ市内で激しい戦闘行為が行われ、多数の住民を含む数百名が４日間で殺

された。 

「戦闘は深刻な国際人権と人道法の侵害が特徴であった。アムネスティ

インターナショナルは、政府軍が住民を意図的に殺害し、住居地域や国連

住民保護施設周辺で無差別に放火したことを発見した。住民の人口密集地

帯へ戦車や大砲を配備し、これらのいくつかの地域への武装ヘリによる爆

撃は、政府軍の生命に対する非情さを示した。」 

７月１１日午後、「ホテルテラインにおいて、最も組織的で大規模な攻撃

の一つが起こった。約８０名から１００名の政府軍兵士がホテルを襲撃し、

捕らえられたジャーナリストを故意に殺害し、もう一人の男性の足を撃ち、

数人の女性を強姦、集団強姦し、他の約３０名を殴打、脅迫し、目につく

ものすべてを略奪した。このホテルには外国人援助関係者が宿泊しており、

政府が長期間にわたり繰り広げてきた人道要員に対する攻撃の中でも最も

悪質な事件であった。」 

政府軍兵士たちによって、「戦闘が終了して最初のおよそ１週間の間に、

何十人というヌエル人女性が組織的にレイプされた。」 

イ ２０１６年１１月１日 国連独立特別調査報告書（「２０１６年ジュバで発

生した暴力とそれに対するＵＮＭＩＳＳの対応についての国連独立特別調

査報告書」（概要）） 

「２０１６年７月８日から１１日にかけて南スーダンのジュバで起きた

危機では、３日間にわたる激しい戦闘があり、その結果多くの民間人、国

連南スーダン派遣団（ＵＮＭＩＳＳ）の２人の平和維持活動隊員が死亡し、

南スーダンの大統領サルバ・キールと彼のもとで前第一副大統領であった

リエク・マシャールの脆弱であった和平合意を崩壊させた。」 
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「危機の間、ＵＮＭＩＳＳは、極めて難しいいくつもの環境に直面させ

られた。大砲、戦車、武装ヘリがすべて使用され、それらは時にはＵＮハ

ウスの数メートル先で使用された。３日間の戦闘により、２人の中国人の

平和維持活動隊員が殺され、数人が怪我をし、ＵＮハウスの１８２棟の建

物が銃弾やグレネードランチャーや迫撃砲弾を撃ち込まれ、何千人にも上

る国内避難民がＰＯＣサイト（民間人保護地区）から保護を求めてＵＮハ

ウスに逃げ込んだ。」 

国連の「特別調査委員会は、重要なＵＮＭＩＳＳの要員のリーダーシッ

プの欠如が混乱を招き、暴力への対応ができなかったとした。」「軍隊は統

一された命令のもとで作戦を行わなかった。」 

「ＵＮＭＩＳＳは、ＵＮハウスから１、２キロメートルしか離れていな

いテライン・キャンプの状況について責任がある。７月１１日に政府軍が

テライン・キャンプに暴力的に押し入ったとき、そこにはおおよそ７０名

の民間人がいた。」７０名の中には、キャンプの職員、居住者、５名の国連

職員、多数の人道活動家もいた。「おおよそ１５時３０分頃、兵士たちが強

奪行為を始め、住居に突入したとき、居住者たちは直ちに国連の安全責任

者とＵＮＭＩＳＳにそのことを通報した。攻撃の間、民間人は攻撃の対象

となり重大な人権侵害を目撃した。人権侵害には、殺人行為、侮辱、性的

暴力及び政府軍兵士による拷問と同様な行為が含まれる。ＪＯＣ（合同作

戦センター）は、これに直ちに対応するために様々な要求をしたが、いず

れのＵＮＭＩＳＳの派遣団もそれらの要求に応じることを拒否」した。 

ＵＮＭＩＳＳは、戦闘後の性的暴力、略奪も含め、それらへの対処がで

きなかった。「平和維持活動基地から１キロメートル近くで民間人が攻撃さ

れていた時に平和維持活動隊員が行動しなかったことは、早急に調査され、

平和維持活動隊員、司令官及び政府軍の関連する兵隊を派遣した国々は、

保護に失敗したことの責任を明確にすべきである。」 
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このように述べて報告書は、ＵＮ事務局、ＵＮＭＩＳＳ、南スーダン政

府、国連安全保障理事会、軍隊・警察官派遣国に対し、それぞれ、今回の

事件を踏まえた対応を提言している。 

ウ ２０１７年１月 ＵＮＭＩＳＳと国連高等人権弁務官事務所（ＯＨＣＨＲ）

の共同レポート（２０１６年７月の南スーダン・ジュバにおける戦闘の状

況の下での国際人権法の侵害・違反と国際人道法の侵害に関する報告） 

これは、ＵＮＭＩＳＳに与えられたマンデートの履行としての人権侵害

と国際人道法違反についての調査報告書であり、２０１６年７月８日から

９月にかけて行った調査に基づくものである。 

「戦闘が行われている間中、戦闘員達は公然と国際人権法と人道法を無

視し、故意に非戦闘員を攻撃の標的にした。これには民族を理由にしたも

のが含まれる。」 

「７月１２日南スーダン大統領は、戦闘により３００名以上が殺された

と発表したが、ＵＮＭＩＳＳに入った情報によれば、非戦闘員を含む死者

はそれよりももっと多い」。 

ＵＮＭＩＳＳの文書によれば、７月８日から２５日までの期間の、政府

軍、反政府軍その他の武装集団によるレイプ、集団レイプの犠牲者は２１

７名となっている。性暴力のほとんどのケースは、政府軍の兵士、警察官、

国家治安部門の職員によるものである。 

ジュバの戦闘後、政府はジャーナリストと報道機関を弾圧して表現の自

由を制限した。 

数千万ドルに相当する人道支援物資が略奪され、この中には、政府軍兵

士その他による世界食糧計画（ＷＦＰ）倉庫からの略奪や、およそ２２万

人に対して供給ができる食料の略奪が含まれる。 

国連人道問題共同事務所（ＯＣＨＡ）によれば、７月に 103、500 名近

くが、８月には 49,427 名が、ウガンダに避難した。ＵＮＭＩＳＳ本部のあ
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るに隣接しているＵＮＭＩＳＳのＰＯＣサイト１、２には、２０１６年６

月末に推定 27,259 名の住民が保護されていたが、８月１８日までにＰＯＣ

サイト１、３に、推定 35,749 名の住民が保護を求めた。 

この報告書は、南スーダン政府に対し、国際人権規範と人道法上の義務、

とりわけ非戦闘員の保護、わけても女性と子供の保護に関する義務に従う

ことを勧告している。 

（４）その後の推移と武力紛争の継続 

ア ７月の内戦による人道被害に対して、文民をより積極的に防護するため、

国連安保理は、２０１６年８月１２日、決議２３０４号で、地域防護軍４

０００人を新たに派遣することを決定した。そして「国連文民保護施設、

国連施設、国連要員、国際的国内的人道援助組織や文民に対して攻撃を企

図していることが確実である、あるいは攻撃を仕掛けているいかなる主体

に対しても迅速で効果的な交戦」を行う権限を与え、先制攻撃まで認める

こととした。 

その後も南スーダン国内の政情不安は続き、２０１６年９月に現地を視

察したアメリカのパワー国連大使は「状況は予想以上に悪化している」と

指摘している。 

また、２０１６年１０月８日には、首都ジュバに近い中央エクアトリア

州で、民間人を乗せたトラック４台が待ち伏せ攻撃を受け、市民２１人が

死亡するなどしており（同じ日、稲田防衛大臣が首都ジュバを訪問し、わ

ずか７時間の滞在で「（治安情勢が）落ち着いているということを目で見る

ことができた」とコメントした。）、１０月１４日、南スーダン政府軍のル

アイ報道官は、反政府勢力との戦闘により、この１週間で、少なくとも双

方で計６０人が死亡したと述べている。 

その後、２０１６年１１月１１日、国連のアダマ・ディエン事務総長特

別顧問は、ジュバで記者会見し、南スーダンの内戦について「政治的な対
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立で始まったものが完全な民族紛争になり得るものへと変質した」「民族間

の憎悪が広がり、市民が標的にされるといったジェノサイド（民族大虐殺）

のすべての兆候が存在している」と述べ、強い懸念を表明した。 

イ 最近の状況について、２０１７年３月１７日の南スーダンの平和と安全に

関するアフリカ連合会議でのＵＮＭＩＳＳ事務総長特別代表のステートメ

ントは、要旨次のように述べている。 

最近の数週間で、エクアトリア地域と上ナイル地域では、戦闘がエスカ

レートしている。 

今年になって、毎月６万人以上の住民が、ウガンダに避難している。Ｓ

ＰＬＡによる反政府軍その他の武装勢力に対するフルスケールの軍事作戦

により、住宅への放火、店舗の略奪、レイプや住民殺害がいつものことの

ように行われている。 

南スーダンにおける人権状況は警告すべきものであり、推定１０万人が

飢餓に直面し、他に１００万人が飢饉の瀬戸際にあると分類され、５５０

万人が８月までに厳しい食糧不足に陥るだろう。この危機は、紛争に起因

する完全な人災である。１９０万人以上の国内避難民が発生し、１６０万

人が近隣諸国へ避難している。単純に言えば、南スーダンの人口の３分の

１が追放され、２分の１が人道援助を必要としている。現在ＵＮＭＩＳＳ

は、人道援助機関と一緒になって、225,000 人の住民を保護している。人道

援助物資の倉庫と物資は繰り返し略奪されている。 

国連は、ＳＰＬＡその他の武装勢力が関与した人権侵害に対し、監視と

報告を続ける。 

ウ このように、少なくとも、現在、南スーダンにおける停戦合意は完全に崩

壊しており、そのことは、国際社会において広く共通認識となっている。 

５ ＰＫＯ参加５原則とその破綻 

前記のように、政府は、新安保法制法による国連平和維持活動協力法改正につい
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て、ＰＫＯ参加５原則を堅持する限り、自衛隊が「駆け付け警護」などを行ったり、

任務を遂行するための武器使用を認めたりしても、「国又は国に準ずる組織」が登場

することはないから、憲法９条の武力の行使に当たることはないという説明をして

いる。 

しかしながら、すでに述べたとおり、国連ＰＫＯが変質し、今日の多くの国連Ｐ

ＫＯは、ＵＮＭＩＳＳも含め、住民保護という任務のためには、相手が「国又は国

に準ずる組織」であっても武力行使の権限を認められているので、政府の説明は全

く成り立たず、現地の状況も無視して、ＰＫＯ参加５原則は満たしているという強

弁を続ける事態になっていた。 

政府は２０１６年１１月１５日に発表した「新任務付与に関する基本的な考え方」

において、キール大統領率いる大統領派（政府軍）と対立しているマシャール前副

大統領率いる前副大統領派（反政府軍）について、「同派により『支配が確立される

に至った領域』があるとは言えないこと」「南スーダン政府と反主流派（そのトップ

がマシャール前副大統領派である：代理人注）とも、事案の平和的解決を求める意

思を有していること」などを理由に、「マシャール派が武力紛争の当事者（紛争当事

者）に当たるとも考えていない」などと結論づけている。しかし、政府自身が作成

した地図にも、マシャール前副大統領の支配地域の存在が記されているし（別表の

２０１６年１１月の項参照。のちに政府はこの地図は誤りであったと釈明している）、

少なくとも、同年７月に戦闘で国を追われたマシャール前副大統領は、既述のとお

り、武力によりキール政権打倒を目指す意思を表明しており、「平和的解決を求める

意思を有している」とも言いがたいことは明らかである。 

ＵＮＭＩＳＳが、政府軍とも反政府軍とも対立する状態になっているのが、現在

の南スーダンの実情であり、自衛隊の部隊等も、駆け付け警護の任務も含めて、Ｕ

ＮＭＩＳＳの一部として行動するのであり、そこでの「国又は国に準ずる組織」と

の対立関係の下で自衛官が武器を使用する事態は、まさに現実のものと言わなけれ

ばならない。 
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６ 駆け付け警護の危険な実態 

駆け付け警護とは、ＰＫＯ等の活動関係者の生命又は身体に対する不測の侵害又

は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活

動関係者の生命及び身体の保護の活動をいう。 

前記のように、２０１６年７月１１日には、ジュバのＵＮＭＩＳＳ国連本部のす

ぐそばで、南スーダン政府軍の兵士が、外国援助団体の滞在していたテラインホテ

ルを襲撃し、ヌエル族の現地職員１人を殺害したほか、女性を集団暴行する等とい

う事件が発生している。この際、関係者が、すぐさま、ＵＮＭＩＳＳに助けを求め、

ＵＮＭＩＳＳは歩兵部隊を派遣している中国軍とエチオビア軍に出動を要請したが、

両国軍は応じなかった。（このことに対し、国際社会は、ＵＮＭＩＳＳが住民保護の

任務を果たさず見捨てたとして、強く非難し、のちに、国連事務総長は、このテラ

インホテルでの事件を含む７月の大規模戦闘を巡り、市民保護などの対応で指導力

を発揮できなかったとして、ＵＮＭＩＳＳのオンディエキ軍司令官（ケニア）を更

迭までしている。） 

これは、まさに、駆け付け警護の事案であるが、駆け付け警護がいかに困難で危

険な任務かということの証である。 

７ 宿営地共同防護の危険性と問題点 

宿営地共同防護は、宿営地を共にする他国軍隊の部隊の要員に対し攻撃があった

場合に、当該部隊の要員とともに武器を使用して対処する活動である。 

自衛隊は現地ジュバで、ルワンダ等いくつかの国の部隊と宿営地を共にしている

が、上記の２０１６年１１月１５日付けの「新任務付与に関する基本的な考え方」

によれば、このような宿営地に武装集団による襲撃があった場合、他国の要員と自

衛隊員とは、いわば運命共同体であって、共同して対処した方がその安全性を高め

ることができる、としてその意義を強調している。しかし、自衛隊がジュバのトン

ピン地区でルワンダ軍などともにする宿営地は幅２キロメートルにも及ぶ広大な宿

営地である。２キロメートルも離れた場所に居る他国軍の部隊が攻撃されたからと
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いって、ただちに自衛隊に危機が迫っているとはいえないはずであるし、このよう

な場合に共同防護を行えば、かえって、現地の武装集団（大統領派であったり、前

副大統領派であったりする）を敵に回し、自衛隊員の身を危険にさらすことにもな

りかねない。 

また、自衛隊の部隊は、武器使用の権限が制限された部隊であっても、宿営地の

共同防護にあたる他の国の軍隊は普通の軍隊であるから、攻撃してきた武装集団に

対し、通常の軍隊のルールに従って反撃などを行うことになる。かかる場合、自衛

隊は単独で行動しているときに比べ、より激しい武力衝突に巻き込まれることにな

りかねないのである。 

８ まとめ 

以上のとおり、自衛隊の部隊が南スーダンにおいて駆け付け警護や宿営地共同防

護を実施した場合、同国の情勢を踏まえれば、自衛隊が大統領派あるいは反大統領

派の兵士らとの間で武力衝突に発展する可能性は極めて高く、それらは「国又は国

に準ずる組織」との戦闘行為として、自衛隊が憲法９条の禁じる「武力の行使」に

及ぶことになりかねない、極めて危険な事態に至る状況にあるのである。 

なお、本年５月２５日、南スーダンＰＫＯに派遣されていた自衛隊の第１１次隊

約３５０人のうち、最後まで残留していた約４０人が、首都ジュバから出国して、

その撤収を終了した。しかし、この部隊が、以上述べた内戦状態、戦争状態の中で

活動し、駆け付け警護の任務も付与されていたという、武力の行使と隣り合わせで

憲法９条が侵害された事実は、れっきとして残るし、私たちはこれを忘れてはいけ

ない。そして、今後二度とこのようなことが繰り返されないようにしなければなら

ないのである。 

 

第４ 南スーダンＰＫＯにおける情報の隠蔽 

１ 現地の実態を報告した文書の隠蔽 

南スーダンの現地の情勢は、上記のように混乱を極め、停戦合意も破綻し、内戦
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状態となり、特に２０１６年７月８日からの首都ジュバにおける武力衝突によって、

そこではもはやＰＫＯ参加５原則が満たされる余地はなくなっていた。しかし政府

は、同年１０月にジュバを７時間訪問した防衛大臣が「ジュバは比較的落ち着いて

いる」等との認識を表明しつつ、自衛隊の部隊等を撤収させるどころか、逆に、駆

け付け警護の新任務の付与や宿営地共同防護の実施を準備し、同年１１月１５日に

これを決定し、同月１８日からその任務を付与された第１１次隊を派遣し、１２月

１２日からこれを実施可能とした。 

ところが、実際には、南スーダン現地の自衛隊の部隊は、現地の状況について毎

日「日々報告」を作成し、陸上自衛隊中央即応集団司令部にこれを報告し、中央即

応集団司令部も「モーニングレポート」を作成して情勢評価等を行っていたのであ

るが、これら文書には、特に２０１６年７月８日から１１日までの政府軍と反政府

軍との間の「激しい銃撃戦」「戦車や迫撃砲を使用した激しい戦闘」等、現地の生々

しい状況が具体的に記載されていた。 

しかし、同月以降ジャーナリストからこれら日報等の情報開示請求を受けた防衛

省は、同年１２月２日にこれを「廃棄した」として、一旦不開示と決定した。とこ

ろが、不開示決定に対するジャーナリストからの審査請求、自民党行政改革推進本

部からの事実確認のための資料要求等があり、これを隠しきれなくなった防衛省は、

２０１７年２月７日になって、統合幕僚監部でデータが見つかったとして一転して

これを公表した。そして、防衛大臣は、その記載について、あくまで法的な意味で

の「戦闘行為」ではなく「衝突」だと強弁した。 

さらに、同じ文書のデータは統合幕僚監部だけでなく、実は陸上自衛隊の内部で

も保存されており、上記公表の前後に、陸上自衛隊内部でこれらデータ消去をする

よう指示が出されていたことが、後日３月１５日になって報道により明るみに出さ

れ、同月１６日防衛大臣は、これら文書の隠蔽問題について、防衛監察本部による

特別防衛監察を行うことを指示した。そして防衛監察本部は同年７月２７日「特別

防衛監察の結果について」を報告した。 
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なお、同年３月１０日に政府は、突然南スーダンから自衛隊の部隊を５月までに

撤収することを発表し、同月２５日までに撤収を終了した。 

２ 本件の具体的経過 

上記事実の主な経過は、本書面別表でも触れているが、そこに記載のあるものを

含めてまとめておくと次のとおりである。 

２０１３年１２月 首都ジュバでキール大統領派とマシャール前副大統領派間

の大規模な武力衝突発生 

２０１５年８月 両派間の停戦合意 

２０１６年 

３月２９日 改正国連平和維持活動協力法施行 

４月  マシャール副大統領ジュバに帰還、暫定政府樹立 

７月８日～１１日 ジュバで両派の大規模な戦闘が再燃 

９月 １６日 防衛省、ジャーナリスト布施祐仁氏の情報開示請求

に対し、「日々報告」等の文書不開示 

９月３０日頃（１０月３日受付） 同氏、「日々報告」文書とその日付を

特定して情報開示請求 

１０月８日 稲田防衛大臣、ジュバを視察 

１１日 防衛大臣、参議院予算委で「ジュバは比較的落ち着いている」

等と答弁 

２５日 政府、１０月３１日までのＰＫＯ派遣期間を２０１７年３月

３１日まで延長 

１１月１５日 政府、駆け付け警護の業務を含む実施計画を閣議決定。駆

け付け警護、宿営地共同防護を含む「新任務付与に関する基

本的な考え方」を策定。 

１８日 新任務等を付与された第１１次隊を派遣 

１２月２日  防衛省、情報開示請求に係る日報等は不存在（廃棄した）
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として不開示決定 

１２日 第１１次隊、駆け付け警護と宿営地共同防護の運用開始 

２６日 統合幕僚監部内に日報データの保管判明（後の防衛省説明） 

２０１７年 

１月２７日 防衛省、防衛大臣に日報発見を報告（後日の説明。１か月も

防衛大臣に報告しなかったことになる。） 

２月７日  防衛省、７月１１日・１２日の南スーダン派遣施設隊日々報

告と中央即応集団司令部のモーニングレポートを、統合幕僚

監部でデータが見つかったとして公表 

８日  防衛大臣、衆議院予算委で、法的な意味での戦闘行為ではな

かった、国会答弁では憲法９条で問題になる戦闘という言葉

は使うべきではないから武力衝突という言葉を使った、等と

答弁 

１７日 防衛省、２０１２年に南スーダンに部隊派遣以来の日報全部を

統合幕僚監部で発見したと発表 

２月頃   陸上自衛隊内部（中央即応集団や研究本部等）で保管してい

た日報等のデータを消去するよう幹部から内部指示あり（３

月１５日ＮＨＫ報道） 

３月１０日 政府、ＰＫＯ施設部隊の５月末までの撤収を発表 

１３日 防衛省、日々報告等、約１００日分（２０１６年６月２０日

～９月１０日）を公表 

１６日 防衛大臣、日報不開示等の問題について防衛監察本部による

特別防衛監察を指示 

４月１７日 ＰＫＯ施設部隊第１陣撤収開始 

５月２５日 施設部隊の撤収終了 

７月２７日 防衛監察本部「特別防衛監察の結果について」を報告 
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３ 特別防衛監察結果について 

２０１７年７月２７日に上記特別防衛監察の結果が防衛大臣に報告されたが、こ

れによっても、日々報告等の文書の秘匿、不開示とその指示関係が十分に解明され

たとはいえない。しかし、少なくとも次のような事実関係が報告され、「日々報告」

等の組織的かつ意図的な隠蔽が図られたことは明らかである。なお、同報告中では

「日々報告」は「日報」と表記されている。 

（１）２０１６年７月１９日受付の布施氏の文書開示請求に対する９月１６日の日

報等不開示決定は、中央即応集団（ＣＲＦ）司令部副司令官が、「日報が該当文

書から外れるのが望ましいとの意図をもって、日報は行政文書の体を成してい

ないと指摘し」た結果であること。１０月３日受付の同氏の文書開示請求に対

しても、陸上幕僚監部（陸幕）とＣＲＦ司令部は、上記と同様の対応をするこ

ととして、１２月２日の不開示決定がなされたこと。 

（２）１２月１３日頃、陸上幕僚監部運用支援・情報部長（陸幕運情部長）は、職

員から指揮システムの掲示板に日報が存在しているとの報告を受け、「掲示板の

適切な管理について指導し」、その後ＣＲＦ司令部職員により、本件開示請求に

係るものを含めて、第１０次隊までの日報が廃棄されたこと。本報告書も、こ

のような行為は「不開示決定とした対応に実態を合わせるよう指導したとみな

されてもやむを得ないものである」と指摘している。 

（３）２０１７年１月２７日に統合幕僚監部（統幕）統括官は、統幕内に日報があ

ることを防衛大臣に報告したが、陸上自衛隊内にも日報の個人データがあるこ

とを陸幕運情部長から報告を受けていたものの、これについては防衛大臣に報

告しなかったこと。 

（４）２月７日に統幕は、統幕において日報を発見したと公表したが、他方で同月

８日頃、「陸幕運情部長は、ＣＲＦ司令部幕僚長に対し、適切な文書管理につい

て依頼した。その後、ＣＲＦ司令部において保有されている複数の本件日報が

廃棄された」こと。これについては本報告書も、統幕の日報のみを公表したこ
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ととの「整合を図るため」であり、「不開示決定とした対応に実態を合わせるよ

う廃棄の依頼等がなされたといえる」と指摘している。 

（５）なお、防衛大臣が事務次官や自衛隊幹部との２月中旬の打合せにおいて、陸

上自衛隊内部の文書の存在の非公表について了承していたとの報道がされてい

たが、本報告書においては、防衛大臣に対しては、２月１３日に統幕統括官と

陸幕副長が、また同月１５日には事務次官、陸幕長、大臣官房長及び統幕統括

官が、それぞれ日報の取扱い等について説明したことがあった事実は指摘され

ているが、そこで公表の是非に関する何らかの方針の決定や了承がなされた事

実はなかったとされている。 

４ 開示された文書に書かれていたもの 

上記のように、一旦「廃棄した」として不開示決定がなされ、その後開示された

文書の中心的なものは、現地の部隊が毎日作成している「南スーダン派遣施設隊 

日々報告」（以下「日々報告」という。）という文書と、その報告を受けた陸上自衛

隊中央即応集団司令部が作成している「モーニングレポート」という文書である。

なお、モーニングレポートは、必ずしも毎日作成されてはいないようである。 

最初に本年２月７日に公表されたのは、２０１６年７月１１日付け日々報告第１

６３９号及び同月１２日付け日々報告第１６４０号、並びに同月１２日付け及び１

３日付けモーニングレポートの４点である。そしてその後本年３月１３日にその前

後の約１００日分の日々報告とモーニングレポートが公表された。なお、これら文

書の多くの部分に黒塗りが施されている。 

以下、これらの文書の特徴的記載を、上記公表の順に見ておく。 

（１）２０１６年７月１１日付け日々報告第１６３９号 

これは、最も激しい同月８日の戦闘後のものであるが、その全体状況が分か

るとともに、特に同月１１日にトンピン地区の自衛隊宿営地に隣接する建物で

激しい銃撃戦が発生したことを伝えている。 

まず、「本文（要約）」の項で、「ジュバ市内でのＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯと
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の戦闘が生起したことから、宿営地周辺での射撃事案に伴う流れ弾への巻き込

まれ、市内での突発的な戦闘への巻き込まれに注意が必要」。 

「情勢」の項で、「和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の

戦闘により、さらに時間を要するものと思料」。 

「情報共有事項」の項で、「ジュバ市内の衝突事案について」として、「（黒塗

り）近隣にて砲迫含む銃撃戦」「（黒塗り）激しい銃撃戦」「（黒塗り）にてＴＫ

射撃含む激しい銃撃戦」「１３１０ｃ宿営地５、６次方向で激しい銃撃戦」「１

３１５ｃ宿営地南方向距離２００トルコビル付近の砲弾落下」等と記述。 

（２）同月１２日付け日々報告第１６４０号 

これは、ほぼ激しい戦闘が収束した後の状況に関するが、ＳＰＬＡ（政府軍）

のＵＮ（国連）施設に対する攻撃があることを前提とする記述は留意すべきで

ある。 

「本文（要約）の項で、「ジュバ市外 ジュバ市内の戦闘は停戦したものの、

南スーダン全般としては、ＳＰＬＡとｉＯ、ＳＰＬＡと武装集団による抗争、

牛を巡る抗争、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必

要」「ジュバ市内 ジュバ市街においては、停戦合意は履行されているものの、

偶発的な戦闘の可能性は否定できず、巻き込まれに注意が必要である。」 

「情勢」の項で、「加えて、ＵＮ施設への（黒塗り）避難民の受入及び（黒塗

り）による周辺の治安状況、環境衛生の悪化又はＳＰＬＡによるＵＮ施設方向

への攻撃には引き続き注意が必要」。 

（３）同月１２日付けモーニングレポート 

「南スーダン情勢（評価）」として、「７日の銃撃戦を発端としたＳＰＬＡと

ｉＯの衝突は、ジュバ市内全域の戦闘へと拡大。１０・１１日も戦車や迫撃砲

を使用した激しい戦闘がＵＮハウス・ＵＮトンピン周辺で確認される等、緊張

は継続」。 

戦闘がジュバ市内全域に及ぶものであることが指摘されている。 
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（４）同月１３日付けモーニングレポート 

「南スーダン情勢（評価）」として、「１０日１１３０ｃ（１７３０ｊ）、日本

隊宿営地西側、ＵＮトンピン外のトルコビル一帯において、ＳＰＬＡ戦車１両

を含む銃撃戦が生起、日没まで戦闘継続」。 

日本隊宿営地に隣接するトルコビルでの戦闘の激しさが伝えられている。 

（５）同月８日付け日々報告第１６３６号 

日を遡るが、ここでは、まず７月７日夜から銃撃戦が発生したことが伝えら

れている。 

「情勢」の項で、「７日２０００頃、グデレ地区のロウクリニック（病院）近

傍でＳＰＬＡとｉＯの銃撃が発生 ｉＯ側の発表によると、ｉＯ兵士を乗せた

車両に大統領警護隊が発砲し銃撃に発展、ＳＰＬＡに３名、ＮＳＳに２名の死

者、ｉＯ側に２名の負傷者が発生している模様」。 

（６）同月９日付け日々報告第１６３７号 

「情勢」の項で、「８日夕、ジュバにおいてＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯとの間

で戦闘が生起した模様。細部経緯は不明」「戦闘により、双方合わせて約１５０

名の死傷者が発生している模様」と、大量の死傷者発生を報告。 

やはり８日の「情勢」として、１７時２７分に「宿営地南西方向から射撃音」、

１７時３７分に「大統領府方向からの煙を確認」、１７時４２分に「宿営地南東

方向から射撃音」等と記載されている。 

（７）同月１０日付け日々報告第１６３８号 

「本文（要約）」の項で、「ジュバ市内でのＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯとの間

で戦闘が生起したことから、宿営地周辺での射撃事案に伴う流れ弾への巻き込

まれ、市内での突発的な戦闘への巻き込まれに注意が必要」。 

「情勢」の項で、「８日夕、ジュバにおけるＳＰＬＡとＳＰＬＡ－ｉＯとの間

で戦闘により、ＳＰＬＡ約９０名、ＳＰＬＡ－ｉＯ約３７名、民間人約２５名

が死亡した模様」と大量の死者の発生を報告。 
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（８）同月１１日付けモーニングレポート 

「ジュバ市内におけるＳＰＬＡとｉＯ間の衝突事案（７月８日以降）」の項で、

８日１７時３０分頃から大統領府周辺で銃撃戦が発生し、「じ後、大統領府近傍

から黒煙が上がるとともに、ジュバ市内でＳＰＬＡの攻撃ヘリや戦車の動きを

確認。報道によると、同地域の銃撃戦で約１５０名が死亡した模様（他地域の

銃撃戦と合わせ、約２７０名死亡の報道情報あり）」と、膨大な死者の発生を報

告。 

「ジュバ市内情勢評価（７～１０日の事象）」の項で、「７日以降、情勢は更

に悪化。これまでの被害が、今後も更なる情勢の悪化に繋がるおそれ（今後情

勢が更に悪化した場合、最悪のケースを想定した対応についても準備を検討す

ることが必要と思料）」。 

ここでは、今回の戦闘を踏まえた今後の推移の中で、自衛隊及び隊員に危険

が及ぶことも想定されていると読み取れる。 

（９）以上のように、公表された日々報告やモーニングレポートは、銃撃戦の「戦

闘」が激しく繰り返され、大量の死傷者が発生し、自衛隊宿舎のすぐ近傍でも

激しい銃撃戦が行われる等の状況が把握され、自衛隊の部隊としても「最悪の

ケースを想定した対応についても準備を検討することが必要」と認識されてい

たことが、生々しく示している。これは、自衛隊及び隊員がいつ、その戦闘に

巻き込まれてもおかしくない状況であり、そこは端的に「戦場」であったと言

ってよい。 

５ 情報秘匿、情報操作の問題の重大性 

以上のような資料が公表されて、基本的な疑問を生ずるのは、これらの資料を総

理大臣、防衛大臣らは調査もせずに、昨年１１月１５日に自衛隊の部隊等に駆け付

け警護という危険な任務を付与する決定をしたのか、という点である。危険な任務

を新たに付与するのであれば、現地の状況をつぶさに調査した上で検討がなされて

然るべきであり、自衛隊内でこれら「日々報告」のような報告文書が存在すること
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は、内閣として容易に把握できたはずなのである。それをしないまま、新任務を付

与し、第１１次派遣隊を戦地の南スーダンに送り込んだとすれば、それは余りにも

無責任だと言うほかはない。 

ところが、政府は逆に、激しい戦闘を示す日報等の資料を国民に秘匿し、「ジュ

バは落ち着いている」「戦闘はない」等と説明しつつ、危険な任務を自衛隊の部隊に

与えて、戦闘が絶えない南スーダンに送り込んだのである。ここには、憲法９条に

違反する武力の行使があるかどうか、その危険があるかどうかを判断するのに不可

欠な情報、そして平和国家としての日本の運命を左右しかねない重要な情報の、政

府による隠匿がある。それは、国民に情報を与えず、あるいは虚偽の情報を与えて、

国民世論を操作し、戦争への道に引き込んでしまいかねない極めて危険なものであ

る。 

また、この日報等が統合幕僚監部に存在していたことについて、自衛隊では昨年

１２月２６日に把握していたのに、防衛大臣は１か月後の本年１月２７日になって

初めて報告を受けたとし、さらに陸上自衛隊内部でも文書データが存在していたの

を幹部が消去の指示をしていたとの報道を受け、自衛隊内部での組織的な隠蔽があ

ったのかどうか等について特別防衛監察を行うとした。しかし、仮に総理大臣や防

衛大臣がそれら文書の隠匿を知らず、現地の実態を報告されず、自衛隊内部におい

て存在する文書の不開示や消去又はその指示が行われていたとすれば、それは文民

統制が全く機能していなかったことを示すものであり、いわゆる「軍部の暴走」に

つながるものとして、より一層危険なものと言わなければならない。 

自衛隊の部隊は、とりあえず南スーダンからは撤収するとされたものの、その過

程で発覚した情報の隠蔽というこの問題は、南スーダン問題に限らず、より普遍的

かつ極めて重大な問題である。 

そして、このような憲法９条をめぐる政府による情報秘匿、情報操作は、新安保

法制法による武力の行使ないしその危険と密接不可分な問題として、本件原告らの

平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権の侵害の一環をなす。 
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第５ 米軍等の武器等防護とその違憲性 

１ 米軍等の武器等防護のための武器使用の規定等とその運用指針 

（１）自衛隊法９５条の２ 

新安保法制法によって改正・新設された自衛隊法９５条の２は、次のように

規定する。 

「第１項 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これ

に類する組織（次項において「合衆国軍隊等」という。）の部隊であって自衛隊

と連携して我が国の防衛に資する活動（共同訓練を含み、現に戦闘行為が行わ

れている現場で行われるものを除く。）に現に従事しているものの武器等を職務

上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の

理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を

使用することができる。ただし、刑法第３６条又は第３７条に該当する場合の

ほか、人に危害を与えてはならない。 

第２項 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があった場合であって、防衛

大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。」 

ここで「武器等」とは、「武器、弾薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設

備、無線設備又は液体燃料」をいう（同法９５条）。 

（２）２０１４年７月閣議決定 

上記の武器等防護は、２０１４年７月閣議決定において、「１ 武力攻撃に至

らない侵害への対処」の項において、次のように述べられていたものである。 

「我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、

それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自

衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の

確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種

行動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想
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定し、自衛隊法第９５条による武器等防護のための『武器の使用』の考え方を

参考にしつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動（共同訓練を含む。）

に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請又は同意があるこ

とを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第９５条によるものと同様

の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の『武器の使用』を自衛隊が行うこと

ができるよう、法整備をすることとする。」 

この閣議決定によれば、この武器等防護が、米軍部隊への「攻撃」や「侵害」

を想定したものであり、攻撃・侵害を受ける米軍等の船舶・航空機を含む「武

器等」の防護のために、「自衛隊」（法文では「自衛官」だが）が武器の使用を

行えるようにする趣旨であることがわかる。 

なお、この閣議決定では米軍部隊だけが対象とされていたが、法律の立案・

制定過程で、「その他の外国の軍隊その他これに類する組織の部隊」も対象とさ

れることとなった。 

（３）日米新ガイドライン 

この武器等防護は、２０１５年４月２７日日米安全保障協議委員会において

合意された日米防衛協力のための指針（以下「新ガイドライン」という。）にお

いても、特に項目を設けて位置づけられている。 

新ガイドラインは、「切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対

応」等を目的と掲げ、そのために「平時から利用可能な同盟調整メカニズムを

設置し、運用面の調整を強化し、共同計画の策定を強化する」等とされて、日

米同盟のさらなる強化及び平時から有事までの米軍と自衛隊の緊密な運用を推

進しようとするものであるが、このガイドラインにおいて上記武器等防護は「ア

セット（装備品等）の防護」と称されている。そして、「平時からの協力措置」

の項目中に「自衛隊及び米軍は、訓練・演習中を含め、連携して日本の防衛に

資する活動に現に従事している場合であって適切なときは、各々のアセット（装

備品等）を相互に防護する。」と定められ、また、「日本以外の国に対する武力
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攻撃への対処行動」の項目中にも「自衛隊及び米軍は、適切な場合に、アセッ

トの防護において協力する。当該協力には、非戦闘員の待避のための活動又は

弾道ミサイル防衛等の作戦に従事しているアセットの防護を含むが、これに限

らない。」と定められている。 

（４）自衛隊法９５条の２の運用指針 

国家安全保障会議は、２０１６年１２月２２日、「自衛隊法第９５条の２の運

用に関する指針」（以下「運用指針」という。）を決定し、いつでもこの規定が

発動できる体制がとられるに至った。 

運用指針は、米軍等の武器等を「我が国の防衛力を構成する重要な物的手段

に相当するものと評価できるもの」とし、これを「武力攻撃に至らない侵害か

ら防護するための、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の武器の使用を認め

るものである」とする。また、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるも

のを除く」と規定されているから、米軍等の武力の行使と一体化したり、戦闘

行為に発展することもないという。なお、米国以外の「その他の外国」は「防

衛分野において我が国と緊密な協力関係にある外国に限られる」とする。 

次に運用指針は、「我が国の防衛に資する活動」に当たり得る主な活動として、

①弾道ミサイルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動、②重要影響事態に際し

て行われる輸送、補給等の活動、③我が国の防衛に資するために必要な能力を

向上させるための共同訓練を挙げる。 

そして、武器等防護のための自衛官による武器使用の前提となる防衛大臣に

よる警護の実施の判断については、「合衆国軍隊等から警護の要請があった場合

には、防衛大臣は、当該合衆国軍隊等の部隊が自衛隊と連携して従事する活動

が『我が国の防衛に資する活動』に該当するか及び自衛官が警護を行うことが

必要かについて、当該活動の目的・内容、当該部隊の能力、要請に係る当該部

隊の武器等の種類、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢等を踏まえ、

自衛隊の任務遂行への影響も考慮した上で主体的に判断する。」としている。 
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また、この武器等防護に関する情報の取扱いの問題があり、防衛大臣は、毎

年、実施した警護の結果を国家安全保障会議に報告するものとされるが、一般

への情報の公開については、重要影響事態への対応措置の基本計画に記載され

たもののほかは、「自衛隊又は合衆国軍隊等の部隊に具体的な侵害が発生した場

合等、本条による警護の実施中に特異な事象が発生した場合」に速やかに公表

するとされるだけである。それも事後的な公表でしかなく、それ以外は、「政府

として適切に情報の公開を図る」、すなわち武器等防護をするかしないか及びそ

の内容の国民への公表は、政府の判断に委ねられることになる。 

２ 米軍等の武器等防護の違憲性 

（１）自衛隊の武器等防護（自衛隊法９５条）の趣旨 

改正後の自衛隊法９５条の２は、上記閣議決定に示されているように、自衛

隊の武器等を自衛官が警護するための武器使用を規定した同法９５条の規定の

内容を、米軍等の武器等に押し及ぼそうとするものである。しかし、同条の本

来の性格は、武器等の破壊・奪取等を防止して秩序を維持するための警察作用

であり、警察機関が行うべき任務であるところ、その武器等が警察機関が保有

するものよりも極めて強力なものであること等から、その警護を自衛官に委ね、

必要最小限度の武器使用を認めた例外的なものとされてきた。それはまた、防

護の対象が生命・身体でないため、自己保存のための自然権的権利としても説

明できないものである。 

そこで、特にこの規定を海外において適用するには憲法上の疑義も提起され、

国連平和維持活動協力法においては２００１年にＰＫＦの凍結解除がされるま

でこの規定の適用も除外されていたし、１９９９年の周辺事態法制定に際して

も議論がなされた経緯がある。そして、この規定の解釈として、「我が国の防衛

力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為に対処するため」、

武器等の退避によっても防護が不可能であること（事前回避義務）、武器等が破

壊されたり相手が逃走した場合には武器使用ができなくなること（事後追撃禁
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止）など、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の使用のみが許されるものと

されてきた（１９９９年４月２３日付け政府統一見解「自衛隊法９５条に規定

する武器の使用について」）。 

（２）自衛隊法９５条の２の違憲性 

ア 宮﨑礼壹元内閣法制局長官は、衆議院平和安全法制特別委員会の参考人と

して、次のように述べている。「改正自衛隊法９５条の２で米国の武器等を

自衛隊が防護する規定も、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段だと

の評価に重大な疑問があり、また、事前の回避義務、それから事後追撃禁

止の条件を米軍自体に約束させるという前提でなければ、その自衛隊、自

衛官による防護は、容易に違憲の武力行使に至るおそれがあると考えます。」

（２０１５年６月２２日同委員会会議録６～７頁）。 

イ また、従来政府も、相手方が国又は国に準ずる組織であった場合でも、憲

法上の問題が生じない武器の使用の類型としては、自然権的権利というべ

き自己保存のためのもの及び自衛隊法９５条に規定するもの以外には考え

にくいとしていた（２００３年６月１３日衆議院外務防衛委員会内閣法制

局第二部長答弁）。すなわち、「自然権的権利」以外を理由とする武器の使

用は、「我が国の防衛力を構成する重要な物的手段」としての自衛隊の武器

等防護だけとしてきたのであり、このような「武器等防護を『我が国の防

衛力』ではない『アメリカの防衛力』を構成する物的手段を防護するため

にも使えるようにするというのは、『我が国の防衛力』についての武器等防

護すら論理がギリギリな中で、余りにも無茶です」と指摘され、また、「集

団的自衛権行使の要件がみたされていない段階であっても、米軍の武器等

を攻撃してきた外国軍に対して現場の自衛官の判断だけで自衛隊が米軍等

の武器等を防護するために当該外国軍に反撃できることになり」、「集団的

自衛権の行使と同様に、いやそれ以上に非常に危険です」と批判されてい

る（水島朝穂『ライブ講義 徹底分析集団的自衛権』１９３～１９４頁）。 
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ウ また、次のようにも指摘される。すなわち、自衛隊法９５条の武器等防護

規定を、「米軍部隊の武器に応用できないことは、首相の私的諮問機関とし

て設置された『安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会』の報告書で

も指摘されていることである。２００８年６月２４日の報告書では、米軍

との共同海上作戦における米艦防護について、『自衛艦が攻撃されていない

にもかかわらず、個別的自衛権の適用を拡大して米艦を防護するというこ

とについては、国際法に適合した説明が困難』であり、集団的自衛権の行

使として説明すべきとの結論を得ていた。そして２０１４年５月１５日の

報告書でも、『国際法違反のおそれがある』とされていた。全くもってその

とおりであり、主権免除の対象に警察権を及ぼせるわけがない。」（青井未

帆「安保関連法案の論点－『日本の平和と安全』に関する法制を中心に」（長

谷部恭男編『検証・安保法案 どこが憲法違反か』６６頁）） 

エ すなわち、自衛隊自身の武器等を防護する自衛隊法９５条についてすら、

武器使用の法的根拠が薄弱で厳格な要件の下にかろうじて正当化されてき

たものであるのに、そのアナロジーで米軍等外国の軍隊の武器等をも「我

が国の防衛力を構成する重要な物的手段」だというのは、飛躍も甚だしい

こじつけというほかはないし、それを認めれば集団的自衛権の行使と変わ

らないことになってしまうのであり、また外国軍隊の武器等を防護するの

が日本の「警察権の行使」だというのも、国際法上無理が過ぎるというこ

とである。 

そして、自衛隊法９５条の２において、米軍等の武器等を警護するかど

うかは、当該米軍等の要請に基づいて防衛大臣が必要と認めることが要件

とされているが（同条２項）、その上で武器を使用するかどうかはあくまで

現場の自衛官の判断である。実際には現場の指揮官の判断になることが考

えられるが、武力行使に至らない外国軍隊への何らかの侵害行為があり、

その相手国等に対して自衛官による武器の使用がなされた場合、相手国等
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から見れば自衛隊が反撃してきた場合と変わらない。それはまさに、実質

的な集団的自衛権の行使になりかねない。その場合、日本は、閣議決定も

総理大臣の防衛出動命令もなく、ましてや国会の承認などもないまま、戦

争に突入する危険を否定できないのである。 

したがって、自衛隊法９５条の２の規定は、憲法９条に違反するものと

いわざるをえない。 

（３）憲法違反の武力行使の危険性 

自衛隊法９５条の２で典型的に想定されるのは、その「武器等」には米国等

の艦船や航空機も含まれ、その防護のための手段としては自衛艦のミサイル等

の使用まで含まれ、その使用によって日本も相手国等の反撃を受け、戦闘行為

が開始されるというケースである。 

坂田雅裕元内閣法制局長官も次のように指摘する。「この規定の対象となる外

国軍隊の活動は、通常は公海又は公空で行われると予想されるから、防護の対

象となる武器等としてまず考えられるのは、空母等の艦船や偵察機等の航空機

であるが、このような武器を奪取したり、破壊したりする意思と能力を有する

主体は、ふつうに考えれば国又は国に準ずる組織（に所属する実力組織）以外

には想定されない。」「航行中のイージス艦や飛行中の軍用機に対する攻撃に対

処するのであるから、ここで自衛官が使用することとなる武器も、ＰＫＯ活動

の場合などとは異なり、自衛隊の艦船や戦闘機に備置された火砲等となるであ

ろうことにかんがみると、自衛隊法第９５条の２による自衛官の対処は、少な

くとも外観上は、自衛隊と第三国の軍隊との間の武力衝突と映ることは避け難

いし、実際にも戦争の発端となりかねないことに十分留意する必要がある。」

（『憲法９条と安保法制』１０５～１０６頁）。 

法案の国会審議の政府答弁でも、公海上で米軍と自衛隊のイージス艦が警戒

監視活動を行っている場合に、米艦に向かっているミサイルを自衛隊のイージ

ス艦が迎撃することも含まれるとされている（２０１５年７月８日衆議院平和
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安全法制特別委員会会議録４０頁）。 

柳澤協二元官房副長官補（安全保障・危機管理担当）は、次のようにいう。

「実は私は、今度の新安保法制のなかで、日本にとって危険になる可能性が一

番あるのは、この問題だと思っています。米軍の武器を防護するということは、

海上自衛隊の悲願だったものです。」「要するに、平時から有事に至るまで、ア

メリカの艦船を守るために、自衛隊は武力を行使しますよということです。ま

さにシームレスに戦闘に参入するということです。平時からアメリカの船を防

護するために武器を使っていよいという法制によって他国軍隊並の交戦規則

（ＲＯＥ）を持つことになります。それは、専守防衛を止めて、普通の軍隊に

なるということです。」（『新安保法制は日本をどこに導くか』１６・６９頁） 

３ 米軍等の武器等防護規定の適用開始とその危険性 

（１）米補給艦防護の経過 

前記のように、２０１６年１２月２２日、国家安全保障会議が自衛隊法９５

条の２の運用指針を決定し、この規定が発動できる準備が整えられ、これに基

づいて、防衛大臣が、本年５月１日から３日の間の、海上自衛隊の護衛艦２隻

による米海軍補給艦の武器等防護のための警護を命じた。 

これは、米国のトランプ政権が軍事力を誇示しての力による外交を展開し、

これに対抗して北朝鮮が弾道ミサイルの発射を繰り返すという、米朝関係が極

度に緊張する中で、日本が米軍防護という立場で軍事的にコミットするもので

あった。すなわち、これによって日本は、明確に、軍事的対立の当事者となっ

たことになる。 

その本年における経過の概略は、以下のとおりである。 

１月 ２０日 米トランプ政権発足 

２月 １０日 ワシントンで日米首脳会談 

 １２日 北朝鮮、中距離弾道ミサイルを発射 

３月  １日 米韓合同演習開始 
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 ６日 北朝鮮、弾道ミサイル４発を発射（３発が日本のＥＥＺ内に落下） 

７～１０日 海自護衛艦２隻が米空母カールビンソンとバシー海峡～沖

縄～九州西方海域で航行訓練 

 ２２日 北朝鮮、弾道ミサイル１発を発射（空中爆発） 

 ２７～２９日 海自護衛艦５隻がカールビンソンと東シナ海で共同訓練 

４月 ５日 北朝鮮、弾道ミサイル１発を発射（日本海に落下） 

    ６・７日 米、シリア政権軍の空軍基地をミサイル攻撃 

 ８日 カールビンソン、シンガポールを出航。豪軍と共同演習後、北朝

鮮近海へ向かう。 

 １５日 故金日成国家主席生誕１０５周年パレードで新型大陸間弾道ミサ

イルとみられる機体を公開 

  １６日 北朝鮮、弾道ミサイル１発を発射（発射直後に爆発） 

 ２３日 ２１日に佐世保を出航した海自護衛艦２隻がカールビンソンと西

太平洋で合流。数日間、東シナ海を北上、北朝鮮牽制とみられ 

 ２５日 北朝鮮、人民軍創建８５周年 

 ２９日 北朝鮮、弾道ミサイル１発を発射（北朝鮮内に落下）。東京メトロ

等一時運行見合わせ。 

              カールビンソン、対馬海峡を経て日本海へ。 

              防衛大臣、海自護衛艦に米補給艦の武器等防護の警護実施命令 

５月 １日 海自護衛艦いずも、横須賀基地を出航し、房総半島沖で米海軍貨

物弾薬補給艦リチャード・Ｅ・バードと合流し、警護開始、四国

沖へ向かう。 

 ２日 海自護衛艦さざなみ、呉基地を出航 

 ３日 さざなみ、四国沖で米補給艦等と合流。午後、海自艦２隻はシン

ガポールへ向かう。米補給艦は日本海へ向かったとみられる。 

（２）上記米艦防護の性格と今後の危険性 
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上記の経過は、米国と北朝鮮の対立・緊張関係が高まる過程で、自衛隊が米

軍、それも北朝鮮近海に向かうカールビンソン空母打撃群との共同訓練を繰り

返し、北朝鮮に対して米軍とともに圧力を加え続け、その一環として米艦を防

護するため自衛隊法９５条の２が発動されたということを、明確に示している。 

今回米艦防護の対象とされた「いずも」は日本最大級の護衛艦であり、対外

的にアピールするためにこの艦船が選択されたものと見られているが、イージ

ス艦ではなく、防護能力は低いから、防護の実効性よりも最初の武器等防護の

「実績づくり」とみられる。そしてそれによって、北朝鮮に対し、日米の軍事

的一体性を誇示することが意図されたとみられる。 

ただ、今回はこのような対外的なアピールの意図もあって、武器等防護の発

動が報道によって伝えられたが、前記のように、運用指針では、「具体的な侵害

が発生した場合等、本条による警護の実施中に特異な事象が発生した場合」に

は事後的に公表するとされるものの、それ以外の公表は政府の判断に委ねられ

ている。したがって今後、国民の知らないところで米艦等の武器等防護が実施

され、侵害が発生して武器が使用された後、さらには戦火が口火を切られた後

になって、はじめて国民に知らされる、という事態すら生じかねない。 

そしてこの武器等防護（アセットの防護）は、前記のように、新ガイドライ

ンによって日米同盟を強化し、「切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米

共同の対応」を実現しようとするものであり、新ガイドラインにおける平時か

らの同盟調整メカニズムと共同計画策定メカニズムの機能の発揮にほかならな

い。新安保法制法及び新ガイドラインによって、日本は米軍の軍事戦略に深く

組み込まれてしまったのであり、自衛隊法９５条の２はそのことを象徴的に示

すものである。 

そこでは、憲法９条を根拠に米軍の要求を断ることが、政府レベルでは困難

になっているし、それとは逆に、憲法９条に違反して、自衛隊が米軍を支える

「戦力」となり、武力の行使に至る危険が、ひしひしと迫っているといわざる
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をえない。 

 

第６ 駆け付け警護等及び武器等防護による原告らの権利侵害 

１ 駆け付け警護等の実施及び武器等防護の実施によってもたらされる状況 

（１）第２、第３及び第５で述べたとおり、新安保法制法において規定された、①

国連平和維持活動協力法３条５号トの安全確保業務、同号ラの駆け付け警護又

は安全確保業務に類するものとして同号ナの政令で定める国際平和協力業務の

実施、②自衛隊法９５条の２に基づく米軍その他の外国軍隊の部隊の武器等防

護のための警護の実施は、憲法９条に違反するものである。 

憲法９条はこれまで、少なくとも、このような行為を国に禁止することによ

って、日本が他国の戦争や武力行使に参加・加担し、又は他国の戦争や武力行

使に巻き込まれて戦争等の当事国となることのないよう、その歯止めとなって

きた。 

（２）ところが、駆け付け警護等の実施は、多くは武力の行使をも任務とするＰＫ

Ｏ（国際連合平和維持活動及び国際連携平和安全活動の両者を含む。以下同じ。）

の下で、武装勢力等からの住民保護や治安維持等又は武装勢力等に襲われたＰ

ＫＯ活動関係者の保護等という高度の危険を伴う任務であり、その任務遂行の

ため、すなわち任務目的を達成するため、武装勢力等を排除して関係者を救出

等するに足りる強力な武器の使用を認めるものであるから、相手方武装勢力等

との戦闘に発展する危険性の高いものである。こうして自衛隊の部隊等は、武

器による殺傷の現場に臨むことになる。そして南スーダンの例で見たとおり、

この相手方が国又は国に準ずる組織でありうることも否定できない。 

こうして、ＰＫＯにおける駆け付け警護等の新たな危険な任務の遂行から自

衛隊による武力の行使に至る危険性は高く、その場合、日本は海外における武

力紛争の当事者となる。その地域が日本の領域から遠く離れている場合には、

日本の領土に対する直接の武力攻撃は考えにくいかもしれないが、今後日本が
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関与するＰＫＯが遠隔地とは限らないし、また、日本国や日本国民も戦争加害

者の地位に立たされることになる。同時に、相手国によっては、日本や日本国

民・市民に対するテロ行為を触発することにもなりかねない。 

（３）新安保法制法による米軍等の武器等防護は、前記のように、防衛大臣により

自衛官にその「武器等」の警護が命じられると、他国等から米軍等の船舶・航

空機まで含む「武器等」に対して武力攻撃に至らない侵害行為があった場合、

その「武器等」を防護するため、現場の自衛官の判断で、自衛隊の武器を使用

することができるというものであり、例えば米軍の艦船を防護するため自衛艦

のミサイルを発射することまで想定される。この自衛隊（自衛官）による他国

軍隊の武器等防護のための武器使用は、実質的な集団的自衛権の行使にもなり

かねず、これに対して相手国等が反撃してきて、ここに戦端が切って落とされ、

日本は突然戦争当事国となって、日本の国土に対する武力攻撃にも発展するこ

とが想定されるのである。 

２ 各状態においてとられる措置と国民の権利制限・義務等 

（１）国連平和維持活動協力法は、ＰＫＯ等の国際平和協力業務について、自衛隊

の部隊等その他による措置によっては十分な実施がでないときや物資協力の必

要があるときは、国以外の者に、物品の譲渡・貸付けや役務の提供を求めるこ

とができると定めている（同法３１条）。ここでいう「国以外の者」には、地方

公共団体、事態対処法でいう指定公共機関・地方指定公共機関、さらには民間

企業等が想定される。 

（２）ＰＫＯの駆け付け警護等から武力の行使に発展した場合や、米軍等の武器等

防護から戦端が開かれた場合、日本の国は武力攻撃予測事態ないし武力攻撃事

態に該当するに至ることが考えられる。 

武力攻撃予測事態は、日本の領域に対する武力攻撃にはまだ至っておらず、

自衛隊法７６条１項１号の防衛出動はまだなされていないが、これが予測され

る状態であり、この段階でも例えば、自衛隊に防衛出動待機命令が出され（同
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法７７条）、予備自衛官が招集される（同法７０条）等、防衛出動に備える体制

がとられる。また、自衛隊展開予定地域での陣地その他の防御施設構築のため、

武器の使用、土地等の強制使用等もなされる（同法７７条の２等）。 

武力攻撃予測事態と武力攻撃事態とを合わせて「武力攻撃事態等」と称され

るが、武力攻撃事態等においては、国は、自衛隊の任務の遂行等に関する措置

と国民保護に関する措置の両面での「対処措置」をとるため、「対処基本方針」

を策定し、事態対策本部を設置する。そして、武力攻撃事態等においては、地

方公共団体・指定公共機関等は対処措置を行う責務があり、国民もこれに協力

するよう努めるものとされる（事態対処法５～８条）。したがって、地方公共団

体・指定公共機関等にはそれらに伴う様々な業務が指示され、その職員・労働

者が従事を求められる。 

そして、武力攻撃事態（日本に対する外部からの武力攻撃が発生し、又はそ

の危険が切迫した事態）は、まさに日本の領域が戦場になる局面であり、その

中で防衛出動と武力の行使がなされることになる（自衛隊法７６条、８８条）。

そこでは、自衛隊の任務遂行（戦争遂行）のため、また国民保護措置のため、

強力な権利制限が可能とされる。その典型的なものが同法１０３条であり、①

病院等政令で定める施設の管理、②土地・家屋・物資の使用、③業務上取扱物

資の保管命令・収用、④医療・建築土木・輸送業者に対する業務従事命令が用

意されている。電気通信設備の優先利用もなされる（同法１０４条）。地方公共

団体や指定公共機関は、戦争状態の下で対処措置を実施する責務を負い、これ

に従事する職員・労働者は、一般の国民・市民と同様に自らも身の危険にさら

されながら、これら対処措置への従事・遂行が求められる。 

３ 新安保法制法の適用による戦争当事国化の危険の現実化 

（１）新安保法制法の適用は、南スーダンＰＫＯにおける駆け付け警護の新任務の

付与と宿営地共同防護の運用開始によって、また、米軍補給艦の自衛隊護衛艦

による武器等防護のための警護の実施によって、開始された。その規定及び適
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用が、憲法９条１項の禁止する「武力による威嚇又は武力の行使」に抵触し、

そのような活動を行う実力組織である自衛隊が同条２項の「戦力」に該当する

ことになることは、これまで述べてきたところから明らかである。 

（２）南スーダンは、政府軍、反政府軍の対立に民族対立がからんで、内戦と混乱

の極みにあり、国連ＰＫＯ（ＵＮＭＩＳＳ）は、安保理から住民保護のために

先制攻撃も含む武力行使権限を与えられた交戦主体となっている。自衛隊の部

隊は、そのＵＮＭＩＳＳの構成員として一体となり、駆け付け警護の任務が発

生すれば、敵対勢力から活動関係者を救出するための武器使用を行うことが予

定され、準備されていた。また、トンピンの宿営地が攻撃されれば、武力を行

使して反撃する他国の軍隊と一緒になって、宿営地共同防護のための武器使用

を行う事態になっていた。 

これらは、明らかに、自衛隊及び自衛隊員が戦闘現場に巻き込まれ、敵対勢

力と殺傷し合う事態を覚悟しなければならないものであった。それは、自衛隊

を戦闘行為すなわち武力の行使の当事者とするものである。 

今回、南スーダンＰＫＯからの部隊の撤退によって、何とか事なきを得たも

のの、それは僥倖に過ぎない。自衛隊員も、国民・市民も、その危険に現に晒

されたのである。 

武器等防護についても、すでに述べたように、米国が北朝鮮と軍事的対立を

深め、極度の緊張関係にあって、北朝鮮の近海に空母打撃群を展開するという

状況の下での、米軍補給艦の警護であった。それは明確に、軍事的対立の一方

当事者としての立場に日本を位置付けるものにほかならない。そして、自衛隊

の護衛艦に乗り組む自衛官は、米艦に対するミサイル攻撃その他の侵害行為が

あれば、これに反撃を加えるべき立場に置かれた。その場合、日本はたちまち

戦争に突入しかねないことになる。 

（３）これらのケースで、もう一つ重大なのは、十分かつ正確な情報が、国民・市

民に与えられていない、という問題である。 
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南スーダンＰＫＯでは、ジュバでの戦闘その他の実態が、政府の情報不開示

等によって、国民・市民に隠匿されようとしたし、開示されたものも墨塗りだ

らけのものである。武器等防護の政府の運用指針も、「政府として適切に情報の

公開を図る」と定め、ほとんどの情報の開示が政府の自由裁量に委ねられるよ

うな仕組みになっている。 

国民・市民とこの国の命運を左右する情報は、適切かつ十分に国民・市民に

知らされなければならない。そうであるのに、新安保法制法の適用の最初から、

このような政府の秘密主義が露呈しているのであり、極めて危険な事態である。

戦前の「大本営発表」が繰り返されてはならない。 

４ 平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権 

（１）原告らの地位 

本件原告らは、第二次世界大戦（アジア・太平洋戦争）において自らや家族

が空襲・原爆等による被害を受けた極限的な経験を有する者、日本が戦争当事

国ないし準当事国になった場合には真っ先に相手国や敵対勢力の武力攻撃やテ

ロ攻撃の対象となる危険の高い米軍・自衛隊基地の周辺に居住する者、存立危

機事態・武力攻撃事態等において自衛隊・米軍の活動に関する措置及び国民保

護に関する措置の実施をその責務として求められ、危険な業務への従事をも命

じられる指定公共機関等の労働者、日本が戦争体制やその準備体制に入った場

合に戦場に駆り出される可能性の高い若者、その子どもたちを愛しみ育ててき

た母親などの家族等によって構成されている。 

これら原告らは、とりわけ、戦争の惨禍を身をもって体験し、戦後７０年を

その体験を背負って生きてきた者であり、平和のうちに生存する権利がその人

格と一体となってその核心部分を構成している。あるいは、戦争ないしその準

備体制のもとでは、その居住地域、職業、社会的立場等から、生命・身体の危

険はもとより生活万般にわたって多大な影響を受け、戦争ないし武力の行使に

ついて切実な利害関係を有する者であり、平和でなければその人格権等が確保
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されない者である。 

したがって原告らは、ＰＫＯの駆け付け警護等や米軍等の武器等防護の実施

により、上記のように、日本が戦争当事国又は準当事国になること、さらに日

本が他国等からの攻撃を現に受け又はその危険にさらされること、そしてその

場合に採られる国の対処措置等によって、次に述べる平和的生存権、人格権及

び憲法改正・決定権を大きく侵害されることになる。 

（２）平和的生存権 

日本国憲法前文は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないや

うにすることを決意し」、また、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、

われらの安全と生存を保持しようと決意し」、「全世界の国民が、ひとしく恐怖

と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と規

定する。 

平和は、国民が基本的人権を保障され、人間の尊厳に値する生活を営む基本

的な前提条件であり、日本国憲法は、全世界の国民が有する「平和のうちに生

存する権利」を確認することに基づいて国際平和を実現し、その中で基本的人

権と個人の尊厳を保障しようとした。したがって、平和のうちに生存する権利

は、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利で

あり、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではなく、法規

範性を有するものと解されるべきものである。この平和的生存権の具体的権利

性は、また、包括的な人権を保障する憲法１３条の規定によってその内容をな

すものとして根拠づけられるととともに、憲法９条の平和条項によって制度的

な裏付けを与えられる。 

とりわけ、憲法９条に反する国の行為によって、国民の生命、自由等が侵害

され、又はその危険にさらされ、あるいは国民が憲法９条に違反する戦争の遂

行等への加担・協力を強いられるような場合、これに対する救済を求める法的

根拠として、平和的生存権の具体的権利性が認められなければならない（名古
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屋高裁平成２０年４月１７日判決・判例時報２０５６号７４頁－自衛隊イラク

派遣事件参照）。 

（３）人格権ないし幸福追求権 

憲法１３条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福

追求の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、

最大の尊重を必要とする」と規定する。 

この規定は、人間が社会を構成する自律的な個人として、その人格の尊厳が

確保されることが、日本国憲法の根本理念であり、個別的な基本的人権の保障

の基底をなすものであることを示すものである。同条は、種々の個別的な基本

的人権の出発点をなす個人の尊厳、すなわち個人の平等かつ独立の人格価値を

尊重するという個人主義原理を表明したものであるとともに、「生命、自由及び

幸福追求の権利」として統一的・包括的な基本的人権条項として捉えられる。 

なお、本書面では、このような憲法１３条に基づいて保障されるべき個人の

生命、身体、精神、生活等に関する権利の総体を、広義の「人格権」というこ

ととする（大阪高裁昭和５０年１１月２７日判決・判例時報７９７号３６頁―

大阪空港事件参照）。 

（４）憲法改正・決定権 

近代立憲主義は、全ての価値の根源にある個人の自由と権利を実現するため

に、国の政治の在り方を最終的に決定する力（主権）を有する国民が、権力を

制限する規範として憲法を制定することによって成立する。憲法制定権力は国

民が有し、実定憲法が制定されることによって、国民主権が制度化されるとと

もに、憲法制定権力は憲法改正権力に転化し制度化される（憲法改正権は「制

度化された制憲権」とも呼ばれる。）。 

日本国憲法９６条１項の憲法改正手続は、この国民の憲法制定権力に由来す

る憲法改正権の現れである。そこでは国会の各議院の総議員の３分の２以上の

賛成による発議と国民投票による国民の過半数の賛成が要件とされているが、
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この間接民主主義による手続と直接民主主義による手続とを通じて、憲法改正

が国民の意思決定に基づくことを担保しようとしているのである。 

ここでとくに国民投票制度が設けられているのは、その憲法改正権力の担い

手である国民各人に、その憲法改正の内容について直接自ら意思表示をし、そ

の決定に参加する権利を保障しようとするものであり、直接民主主義的な参政

権としても位置づけられる。すなわち、国民各人は、国民主権及び民主主義の

担い手として、憲法の条項と内容を自らの意思に基づいて決定する根源的な権

利として憲法改正・決定権を有するのであり、憲法９６条１項はその現れにほ

かならない。 

５ 平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権の侵害 

（１）平和的生存権の侵害 

ア 原告らは、日本人３１０万人、世界では５２００万人もの死者を生じた第

二次世界大戦など悲惨を極めた過去の戦争の結果、そこでの人間の尊厳の

蹂躙、生存者にも残る癒えない傷痕等の事実を省み、政府の行為によって

再びかかる戦争の惨禍が起こることのないことを心から希求する者であり、

憲法前文及び９条に基づいて、戦争を放棄して戦力を持たず、武力を行使

することのない平和国家日本の下で平和のうちに生きる権利を有している。 

とりわけ、原告らのうち戦争の体験を有する者、例えば空襲被害者、原

爆被害者等は、戦火の中を逃げまどい、生命の危険にさらされ、家族を失

う等の極限的な状況に置かれ、心身に対する深い侵襲を受けて、二度と戦

争による被害や加害があってはならないことを身をもって痛感し、その体

験を戦後７０年間背負って生きてきた者である。平和憲法と９条の規定は、

その痛苦の体験の代償として得られたかけがえのないものであり、平和の

うちに生きる権利は、これら原告の人格と一体となって、その核心部分を

構成している。 

ところが、新安保法制法の制定は、集団的自衛権の行使等や駆け付け警
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護等、米軍等の武器等防護などを認めることによって、日本が再び戦争を

する国、できる国に変容させるものである。そしてまず、そのこと自体に

よって、これら原告らに戦争体験の悪夢を想起させ、戦争のために強いら

れた、例えば戦災孤児としての苦難の人生や後遺障害と苦闘してきた人生

等、戦後７０年の生涯及びそれに基づいて形成されてきた原告らの人格を

根底から否定するとともに、それら戦争体験と苦難の人生の代償として得

たかけがえのない憲法９条と平和的生存権を蹂躙し、侵害するものである。

また、今後の集団的自衛権の行使等や、再びいつ発動されるか分からない

駆け付け警護等、米軍等の武器等防護の実施は、日本を戦争当事国とし、

他国の国土を破壊し、その国民を死傷させるに至るものであるとともに、

日本に対する他国等からの武力攻撃やテロ攻撃を招来するものであり、そ

れらが現実化した場合は、もちろん原告らの平和的生存権が直接に侵害さ

れるが、しかしそれに至らない現段階においても、安保法制法の制定はそ

れらの具体的危険を生ぜしめているものとして、原告らの平和的生存権を

侵害するものである。 

イ 新安保法制法による改正国連平和維持活動協力法の適用としての駆け付け

警護の新任務の付与等、改正自衛隊法９５条の２の武器等防護のための警

護の発令によって、原告らの有する平和的生存権は、現に大きく侵害され

ている。 

南スーダンでは、いつ駆け付け警護が実行に移され、自衛隊員が殺傷の

危険にさらされ、あるいは逆に自衛隊員の武器使用によって他国の兵士や

市民が殺傷の危険にさらされるか分からない、という状況が続いた。原告

らは、日本が、そして自衛隊が、このような戦闘行為の当事者になりかね

ないこと自体で、被害者にも加害者にもならないという自らの平和的生存

権を深く侵害された。そしてそれは、新安保法制法の制定及びその閣議決

定によって、すでに予定されていたものでもあるが、本書面で述べたよう
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な南スーダンの状況、なかんずく首都ジュバでの戦闘とそれに臨場した自

衛隊の部隊の置かれた状況によって、極めて現実的なものとして体感され

たのである。 

そして、武器等防護のための警護の発動は、米軍等と深くコミットした

日本が、いつ米軍等を援護するための戦争に巻き込まれかねないかを、皮

膚感覚をもって国民・市民に突き付けるものであった。これもまた、原告

らの平和的生存権を、根底から脅かすものにほかならない。 

（２）人格権の侵害 

 ア 日本が他国の戦争の当事者となり、他国に対して武力を行使し、あるい

は他国の戦争に巻き込まれる危険と機会を増大させる集団的自衛権の行使

等や駆け付け警護等、米軍等の武器等防護などは、上記のように、敵対国

から日本の国土に攻撃を受け、あるいはテロリズムの対象となる危険をも

たらすものであり、新安保法制法の制定によって、原告らを含む日本の国

民・市民は、そのような事態に直面すること、及びその犠牲を覚悟しなけ

ればならないこととなった。 

そのことによって、原告ら国民・市民は、例えば以下のような人格権の

侵害を受けることになる。 

まず、敵対国や敵対勢力から真っ先に攻撃の対象とされる可能性の高い

のは、米軍基地が集中する沖縄をはじめ全国の米軍・自衛隊基地及びその

付近であって、これらの地域に居住する原告らはその攻撃対象となり、生

命・身体等を直接に侵害される危険にさらされる。またその前段階を含め

て、基地周辺は、自衛隊や米軍の訓練等の活動が集中し、例えば武力攻撃

予測事態における陣地その他の防御施設の構築等に伴う土地・家屋の強制

使用の対象となる可能性が高く、さらに武力攻撃事態においては物資の収

用、指定公共機関への業務従事命令等が、この地域に集中することが考え

られる。そして、自衛隊・米軍等の軍事活動と住民の避難等の国民保護活
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動とが錯綜し、基地周辺地域は大混乱に陥る危険性がある。原告ら基地周

辺住民は、集団的自衛権の行使等によって、このような事態に見舞われる

ことを覚悟しなければならないのであって、これらは原告らの人格権を大

きく侵害するものである。 

また、戦争体制（有事体制）ないしその準備段階においては、戦争の遂

行又はその準備のためや国民保護体制のための措置を実施することなど、

地方自治体や民間企業を含む指定公共機関等に協力が義務付けられ、そこ

で働く公務員・医療従事者・交通運輸労働者などが危険な関係業務への従

事に駆り出されることになる。これらの業務に従事する労働者は、自分や

家族の安全や生活の確保、避難等に優先して、命じられた職責の遂行を求

められ、また、身の危険にさらされることになる。 

さらにまた、戦争体制や戦争準備体制において、その犠牲が集中するの

はいつも、女性、子ども、障がい者等の社会的弱者である。新安保法制法

は、日本を戦争をする国、できる国にし、軍事優先の社会をもたらす危険

性が高い。軍事優先の社会では、社会福祉の切捨て等、社会的弱者が犠牲

にされることになる。女性に対する性的な侵害が生ずることもまた、過去

の戦争の経験が示すところである。新安保法制法は、これらの立場にある

原告らの人格権を侵害するものである。 

そのほか、海外で人道的活動に従事しているＮＧＯ関係者、民間企業の

海外勤務労働者などにあっても、その活動が危険又は不可能になることが

生ずる。そして戦場に駆り出されるのは自衛隊員を含む現在の若者であり、

あるいは将来の担い手としての子どもたちであるが、本人はもちろん、我

が子や孫を、殺し殺される戦場に送り出すことを強いられる母親その他の

家族の苦悩には耐え難いものがある。 

以上のように、集団的自衛権の行使等や駆け付け警護等、武器等防護な

どは、それがもたらす日本の戦争当事国化、それに準ずる国際的対立関係
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の醸成、そして日本の国土の戦場化や有事法制の発動等により、原告らに

生命・身体への危険を含む重大な人格権の侵害を生じさせる。また、その

行使・実施に至らない前段階においても、新安保法制法の制定自体によっ

て、原告らは現に、その居住地域、職業、社会的立場等から、戦時体制、

戦争準備体制による直接の人格権侵害が今後生ずるに至る特に高度な危険

に直面させられるに至っており、その現在の状態自体もまた、原告らに対

する人格権の侵害を構成する。 

なお、以上のような人格権の侵害の例は、同時に平和的生存権の侵害も

伴うものである。 

イ そして、新安保法制法の適用としてのＰＫＯの駆け付け警護の新任務の付

与、及び米軍艦船の武器等防護のための警護の発令は、新安保法制法によ

る原告らの人格権侵害を具体的に示すものである。 

南スーダンの武力紛争の生々しい現実を目の当たりにするとき、自衛隊

員はもとより、その関係者の人格権侵害は著しい。そしてまた、そこでも

し、現実の殺傷事件が生じたとき、それは、戦後７０年間、１人も殺さず、

１人も殺されずに守ってきた平和国家日本のあり方を大きく変容させるこ

とに繋がりかねない。二度と国家主義、軍国主義の価値が、人格権を中核

とする個人の尊厳の価値に優越するような国家と社会にしてはならないの

である。 

そして南スーダンでの状況は、直ちに日本が武力攻撃の対象になるとい

う推移は考えにくいかもしれないが、北朝鮮を敵視しての米軍の武器等防

護は、日本を北朝鮮にとって攻撃対象としての敵国としかねないものであ

り、日本に対する武力攻撃に繋がる深刻な問題となっている。それは、原

告らを含む国民・市民全体への脅威を形成するに至っている。 

（３）憲法改正・決定権の侵害 

ア 新安保法制法は、前記のように規範性を有する憲法９条の解釈を変更し、
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その内容を法律によって改変してしまおうとするものである。それは本来、

憲法９６条１項に定める国会の発議と国民投票の手続をとらなければでき

ないことであるにもかかわらず、これを潜脱するものである。しかも、こ

の憲法改正の手続を回避して採られた立法の国会審議の過程においては、

多くの国民・市民及び野党の反対を押し切って採決が強行され、中でも参

議院平和安全法制特別委員会における採決は、地方公聴会の報告もなされ

ず、総括質疑も行わず、不意をついて与党議員が委員長席を取り囲んで野

党議員を排除し、「議場騒然、聴取不能」としか速記に記録されない混乱の

中で「可決」したとされる異様なものであった。それは、国民から負託さ

れた国会による代表制民主主義をも蹂躙しつつ、本来憲法改正手続を踏ま

なければできないはずの、実質的な憲法改変を強行したものであった。 

新安保法制法の制定は、このようにして、原告ら国民が自らの意思に基

づいて憲法の条項と内容を決定する前記憲法改正・決定権をないがしろに

し、これを侵害したものである。 

そして、集団的自衛権の行使等や駆け付け警護等、米軍等の武器等防護

などの実施は、このように原告らの憲法改正・決定権を侵害し、蹂躙した

手続によって制定された新安保法制法の現実の適用・実施過程であり、ま

た、これが反復されることによって、その侵害の結果を既成事実化するこ

とになるのである。そしてこの現実の適用、実施、既成事実化を通じて、

本来憲法９条に違反するものであったはずの新安保法制法、その集団的自

衛権の行使等その他の根拠法条が、これまでの憲法９条の規範内容にとっ

て代わって、実質的な規範として通用する状態が事実上形成されかねない

危険すらある。しかも、集団的自衛権の行使等その他新安保法制法に基づ

く自衛隊の武力の行使は、一旦それがなされれば日本の国全体を後戻りの

きかない戦争状態に引き込むことになりかねないものであり、そこではも

はや憲法９条の平和主義の規範自体が死文化してしまうのである。 
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イ そして実際、新安保法制法の施行、適用、運用過程は、その憲法改正・決

定権の侵害状態をさらに蹂躙し、既成事実化していく過程であった。 

改正国連平和維持活動協力法に基づく駆け付け警護の任務付与等は、自

衛隊の部隊等が南スーダンにおいて、いつ戦闘に巻き込まれ、武力の行使

に至り、人を殺傷し又は殺傷されるか分からないという、憲法９条の規範

性を極めて危うくする状況に日本を置いた。また、米軍艦船の武器等防護

のための警護の実施は、米朝の緊張関係の下での軍事的対立の一方当事者

に日本を置き、現場の自衛官の判断で実質的な集団的自衛権の行使になり

かねない危険性を現に示し、憲法９条を侵害した。 

このような新安保法制法の適用は、現行憲法９条をないがしろにするも

のであり、原告らの憲法改正・決定権を侵害し続けるものである。 

（４）新安保法制法の適用による原告らの権利侵害の具体化 

上記のように、実際の新安保法制法の適用は、日本が戦争当事国になる危険

をまざまざと示した。 

戦争当事国になれば言うまでもなく、日本の国土に住む国民・市民も、敵国

となった当該外国からの攻撃による身の危険に晒される。海外にある日本人も

また、危険な状況に置かれる。現に、新安保法制法の制定・適用によって米軍

との一体化が大きく進行し、北朝鮮に圧力を加える米軍の空母打撃群と自衛隊

が共同訓練を繰り返す中で、北朝鮮がミサイルを発射すれば、それは日本の国

土に向けられたものではないかという恐怖心が、日本国民を覆うことになった。

去る４月２９日早朝、北朝鮮のミサイル発射直後、東京メトロ、北陸新幹線そ

の他の一部鉄道が運行を見合わせた。その上での米艦防護の発動であった。戦

争とその被害への恐怖は、いまや現実のものになっている。 

中でも、基地周辺住民や原発施設周辺の住民は、さらに一層危険を感じざる

を得ない立場にある。そして、原爆被害者、空襲経験者、その他の戦争体験者

は、今まさしく、かつて自分の人生を根本から翻弄され、規定された原体験の、
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その追体験を迫られている。 

さらに、戦争によって加害者となることは、人間の良心の根幹にかかわる。

他者を害しないで平穏に生きる権利も、被害者とならない権利と同様に重要で

ある。 

新安保法制法の適用としての南スーダンＰＫＯにおける駆け付け警護の新任

務の付与等や米軍補給艦の武器等防護のための警護の発令は、新安保法制法が

原告らの平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権を侵害している実態を具

体的に明らかにするとともに、その将来の現実的危険を指し示すものにほかな

らない。 

 

第７ 差止めの訴えによる差止請求 

１ 本件処分 

（１）防衛大臣による次の行為は、原告らに対する行政処分ないし公権力の行使（以

下単に「処分」又は「本件処分」ともいう。）である。 

 ① 防衛大臣が国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律９条４項

に基づき自衛隊の部隊等に行わせる、同法３条５号ト若しくはラに掲げる

国際平和協力業務又は同号トに類するものとして同号ナの政令で定める国

際平和協力業務の実施 

 ② 防衛大臣が自衛隊法９５条の２に基づき自衛官に行わせる、アメリカ合

衆国の軍隊その他の外国の軍隊の部隊の武器等の防護のための警護の実施 

（２）防衛大臣は「自衛隊の隊務を統括する」権限を有する（同法８条）ところ、

新安保法制法による国連平和維持活動協力法の改正は、新たに自衛隊の部隊等

に上記①の国際平和協力業務を行わせる権限を防衛大臣に付与し、また、新安

保法制法による自衛隊法の改正は、新たに自衛官に上記②の警護を行わせる権

限を防衛大臣に付与した。しかし、これらの防衛大臣の上記行為は、第６で述

べたように、原告ら国民の平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権を侵害
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するものである。 

したがって、上記①又は②の国際平和協力業務の実施又は武器等防護のため

の警護の実施は、原告らに対する関係で、防衛大臣が国連平和維持活動協力法

９条４項又は自衛隊法９５条の２に基づき行う、前記の原告らの具体的権利を

侵害し、その侵害状態の受忍を一方的に強制する公権力の行使として、行政事

件訴訟法３条２項、３７条の４第１項の「処分」に該当する。 

２ 駆け付け警護等の実施及び武器等防護のための警護の実施の処分性 

（１）権利侵害とその受忍の強制としての処分 

本件処分は、防衛大臣が自衛隊の部隊等に行わせる駆け付け警護等の国際平

和協力業務の実施という事実行為、又は防衛大臣が自衛官に行わせる米軍等の

武器等防護のための警護の実施という事実行為である。これらは、自衛隊が武

力を行使し、又は武力の行使に至る危険を生じさせるものとして、すなわち、

日本が戦争当事国となり、又はそうなる危険を生じさせるものとして、原告ら

との関係で、その平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権を侵害し、その

侵害状態の受忍を強制する公権力の行使に該当する。 

その権利侵害の具体的内容は上記第６で述べたとおりであって、原告らは、

過去の戦争体験や居住地域・職業・社会的立場等によって、日本が戦争状態な

いし戦争の危険がある状態になることに切実な利害関係を有する者であるとこ

ろ、上記公権力の行使によって、かかる原告らの具体的な権利を侵害されるこ

とになる。 

なお、防衛大臣による自衛隊の部隊等に対する駆け付け警護等の国際平和協

力業務の実施の命令ないし指示、自衛官に対する米軍等の武器等防護のための

警護の実施の命令ないし指示は、直接には自衛隊の部隊等又は自衛官に対する

ものではあるが、その命令ないし指示に基づく自衛隊の部隊等による国際平和

協力業務の実施又は自衛官の米軍等の武器等防護のための警護の実施という事

実行為によって、原告らの上記権利が侵害され、その受忍を強制されることに



71 

なるものである。 

そして、このような抗告訴訟における「処分」についての考え方は、最高裁

平成５年２月２５日判決（民集４７巻２号６４３頁、第１次厚木基地航空機騒

音差止等請求事件）において示唆されていたが、その後、東京高裁平成２７年

７月３０日判決（判例時報２２７７号１３頁、厚木基地航空機騒音差止請求行

政訴訟事件）は、自衛隊機の運航に関する防衛大臣の命令自体は直接原告ら国

民を名宛人とするものではなく、その運航統括権限による自衛隊機の運航とい

う事実行為が国民に対する影響を及ぼし、国民がその被害等の受忍を強いられ

る場合の当該事実行為について行政処分性を認め、その差止めの訴えを肯定し

た。すなわちこの判決は、「抗告訴訟の適否に関する判断の対象となる行政処分

についても、個々の運航を根拠付ける具体的な権限の付与としての命令ではな

く（この関係では周辺住民は処分の名宛人になっていない。）、防衛大臣が、そ

の付与された運航に関する統括権限に基づいて行う、自衛隊法１０７条５項に

より周辺住民に対して騒音等の受忍を義務付けることとなる自衛隊機の運航と

いう事実行為に求められるべきものである」等と判示し、事実行為たる「自衛

隊機運航処分」を「行政処分」として、行政事件訴訟法３条７項の定める抗告

訴訟としての差止めの訴えにより、自衛隊機の夜間の運航の一部の差止めを認

容したものである。 

そして、この高裁判決の処分についての考え方、すなわち自衛隊機の運航と

いう事実行為が、国民・住民に対する関係で騒音等の受忍を義務づけるものと

して、行政事件訴訟法３条７項、３７条の４の差止めの訴えの対象としての処

分に該当するという構成は、上告審である最高裁平成２８年１２月８日判決（最

高裁平成２７年（行ヒ）第５１２・５１３号。裁判所ウエブページ）によって、

同事件の重大な損害を生ずるおそれ及び違法性の要件の存否を判断する前提と

して維持された。 

（２）武力攻撃事態等へ移行した場合に予定される権利制限・義務付け 
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ＰＫＯにおける駆け付け警護等の実施や米軍等の武器等防護のための警護の

実施は、それに続いて日本に武力攻撃事態等をもたらす蓋然性が高く、その場

合に適用されるいわゆる有事法制と密接不可分の関係にあり、そこでは国民・

市民に対するより多くの強力な権利制限や義務付けがなされることになる。そ

の具体的内容は、第６の２で述べたとおりである。したがって、本件処分は、

後続する武力攻撃事態等における原告らの権利制限・義務付けを招来し、また

予定するものであり、そういうものとして原告らに対して強制的に権利を侵害

し、その受忍を強いるものであるから、このような観点からも、本件処分は、

原告らに対する行政処分として差止請求の対象とされるべきものである。 

３ 原告適格について 

上記２で論じたとおり、本件処分は原告らに対するものであるから、原告らが、

本件処分の差止めを求める原告適格を有することは既に明らかであるが、原告適格

論の枠組みに沿って、上記２の議論を敷衍、再説する。 

本件で法律上保護されるべき原告らの利益、すなわち平和的生存権、人格権及び

憲法改正・決定権は、まず、憲法前文及び１３条等によって保障された、あるいは

憲法９６条に裏付けられた、憲法上の基本的人権ないし根源的な権利である。それ

らは、国が侵してはならない国民の国に対する基本的権利である。 

そして、本件原告らは、その戦争体験、居住地域、職業、社会的立場等から、Ｐ

ＫＯにおける駆け付け警護等の実施や米軍等の武器等防護の実施によって、日本が

現に戦争当事国となり、又は他国の戦争に加担して戦争に引き込まれた場合はもと

より、戦争の危険がある状態になった場合には、これらの権利を侵害されることが

明らかな者たちである。 

すなわち、空襲の中を逃げまどった者、原爆の被災者、戦争で家族を失った者な

ど極限的な戦争体験を有する者にとっては、憲法によって保障された平和的生存権

と人格権は、その戦争被害を購って得た切実な代償であり、戦後７０年の人生はこ

れら犠牲と代償を背負ったものであって、その過程で形成された人格と不可分一体
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をなしている。ＰＫＯにおける駆け付け警護等の実施や米軍等の武器等防護の実施

によって日本が再び戦争をする国になることは、その体験と人格を根底から否定す

るものである。あるいは、日本が外国にまで出向いて戦争をし、又は外国の戦争に

加担した場合に、敵対国や敵対勢力から真っ先に攻撃を受け、又はその危険性の高

い自衛隊基地・米軍基地周辺に居住する者は、現実に生命・身体・財産に対する具

体的危険にさらされる。また、指定公共機関等に働く医療労働者、交通運輸労働者

等は、ＰＫＯにおける駆け付け警護等の実施においても自衛隊の活動に協力を求め

られるし、駆け付け警護等や武器等防護の実施から武力攻撃事態等に進展すれば、

自衛隊・米軍の活動に伴う業務及び国民保護のための措置に伴う業務への従事を命

じられることになり、これら業務は生命・身体の危険を伴う場合も少なくない。そ

の他、原告らはいずれも、前記のように、駆け付け警護等や武器等防護の実施によ

り、直接に具体的な権利侵害を受け、その受忍を強いられる者である。 

このように、本件処分によって、原告らが害されることとなる利益の内容及び性

質は、極めて深刻かつ重大であり、これらが、本件処分の差止めを求めるについて

の法律上保護されるべき利益に該当することは明らかである。 

４ 重大な損害を生ずるおそれについて 

（１）侵害される権利・利益 

本件処分によって、原告らが侵害を受け、その受忍を強制される権利・利益

は、前述のように、憲法上最大限保障されるべき、基本的人権保障の基底的権

利である平和的生存権であり、基本的人権の中核をなす憲法１３条の人格権で

あり、そして国民主権に由来する根源的な権利である憲法改正・決定権である。

これらの権利は、国民主権と民主主義、平和主義という憲法的価値の根幹をな

すものであるとともに、国民一人ひとりにとってかけがえのないものである。 

とくに本件原告らは、第６で述べたとおり、その戦争体験、居住地域、職業、

社会的立場等から、本件処分によってこれらの権利を直接に侵害され、その生

命・身体・財産や権利関係にとくに重大な影響を受ける者であり、その権利・
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利益の重要性はいうまでもなく、それらが侵害されることの損害の性質及び程

度は切実かつ重大である。 

そして、ＰＫＯにおける駆け付け警護等の実施や米軍等の武器等防護のため

の警護の実施がなされた場合、これら原告らの権利・利益は容易に侵害を受け、

又は受ける具体的危険にさらされ、それが継続することになる。その侵害を受

け、又は危険にさらされるのは、原告らの生命・身体そのものであったり、戦

争体験が刻印された戦後７０年の人生そのものであったり、若者の有意な前途

そのものであり、総じて原告各人の人格全体である。 

（２）損害の回復の困難性 

ＰＫＯにおける駆け付け警護等の実施や米軍等の武器等防護のための警護の

実施は、自衛隊による武力の行使そのものであったり、武力の行使に至る危険

性の高いものであり、これに対しては当然に相手国等からの反撃がなされ、そ

の場合日本は不可逆的に、海外での武力の行使から、さらには日本の領域にお

ける戦争状態（武力攻撃事態）へと突き進むことになる。すなわち、ＰＫＯに

おける駆け付け警護等の実施からであれ米軍等の武器等防護の実施からであれ、

一旦自衛隊が武力の行使を開始すれば、もはや後戻りは不可能であり、自衛隊

の戦闘行為は際限なく拡大しかねず、また事態の進展により国内でも臨戦態勢

がとられるとともに、国土は破壊され、国内外での死傷者が増大し、その惨禍

は測り知れない。そこでは平和的生存権も人格権も、根底から否定され、蹂躙

される。戦争は、最大の人権侵害である。それは、平和的生存権及び人格権の

侵害の極致であり、平和憲法の死滅である。 

かくして、原告らの平和的生存権は根底から破壊され、人格権はもとより生

命すら奪われかねない。また憲法改正・決定権はその侵害が決定的なものとな

り、根底から否定されて回復の余地のないこととなる。 

以上のように、本件処分による損害の回復の困難の程度は限りなく大きく、

損害の性質及び程度も極めて重大である（行政事件訴訟法３７条の４第２項参
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照）。 

ＰＫＯにおける駆け付け警護等の実施や米軍等の武器等防護のための警護の

実施は、日本をそのような事態に陥らせる危険性の極めて高い行政権の行為で

あり、原告らの上記権利の実効的な確保・救済のためには、そうなるよりも前

に、憲法に違反するこれらの行為を、事前に司法によって差し止める以外に方

法はない。 

５ 補充性について 

国連平和維持活動協力法、自衛隊法等関係法令は、原告らが上記損害を避け

るための方法を用意しておらず、本件処分に対する差止めの訴えを提起する以

外に、損害を避けるための適当な方法がない。 

６ 処分が行われる蓋然性について 

（１）国連平和維持活動協力法の施行以来、日本は、絶えずいずれかのＰＫＯに自

衛隊の部隊等を派遣し続けてきた。南スーダンのＰＫＯを撤収しはしたものの、

次の派遣の候補地が取りざたされてもいる。そして、２０１４年７月の閣議決

定における積極的平和主義の基本方針の下で、次のＰＫＯに自衛隊の部隊等を

派遣する場合、新安保法制法による駆け付け警護等の新任務が付与されること

は、あれほど危険な南スーダンへの派遣部隊にもこの新任務が付与されたこと

をみれば、ほぼ確実なものと言わなければならない。 

しかも、南スーダンの内戦及び混乱の実態の下で、ＰＫＯ参加５原則の前提

がとっくに失われている状況があり、政府ないし自衛隊においてそれを把握し

ていながら、国民にその資料を開示せず、隠蔽まで図ったとみられる事実に照

らすとき、そのような情報不開示や情報操作が繰り返されることが危惧される。

その場合国民は、ＰＫＯへの派遣及び駆け付け警護等の任務の付与についての

適否の客観的検証もできない状態に置かれたまま、時の政府の恣意的な判断に

よって、その派遣や任務の付与がなされる危険性が高いのである。 

（２）外国軍隊の武器等防護については、さらに一層、処分の行われる蓋然性と危
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険性が高いものと言わざるを得ない。 

前記のように、自衛隊法９５条の２の運用指針においては、「自衛隊又は合衆

国軍隊等の部隊に具体的な侵害が発生した場合等、本条による警護の実施中に

特異な事象が発生した場合」にのみ公表すればよいこととされている。すなわ

ち、国民は自衛艦が米艦等をいつどこで警護するのか事前に知らされる保障は

何もなく、それは政府の胸先三寸だということになる。そして例えば、北朝鮮

や中国と米国との緊張関係がさらに高まる中で、先鋭化した軍事的対立の一方

当事者として武器等防護のための警護が発動され、いつ自衛隊の武器等が使用

されてもおかしくないことになる。 

そして、国民に知らされないまま、あるいは仮に知らされても国会の審議を

はじめとする国民的議論もないまま、現場の自衛官の判断で武器等が使用され、

相手国等との間で戦端が切って落とされることにもなりかねない。そうなって

からでは手遅れなのである。 

（３）ところで、新安保法制法の立法は、２０１４年７月閣議決定「国の存立を全

うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」に基づい

てなされたものであるところ、この閣議決定及び立法は、「我が国を取り巻く安

全保障環境は根本的に変容するとともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ

重大な国家安全保障上の課題に直面している」「アジア太平洋地域において問題

や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、

我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている」（閣議決定前

文）、との情勢認識に基づいてなされたものである。これまで半世紀にわたって

定着してきた集団的自衛権の行使は許されないという憲法９条の政府解釈を変

更する理由も、その「安全保障環境の変化」に求められた。駆け付け警護等の

国際平和協力業務の拡大とそれに伴う任務遂行のための武器使用の容認も、ま

た、米軍等の武器等の自衛隊の武器の使用による防護の導入も、同様の認識の

下に、これまでは憲法９条の下で許されないとしてきたものを解禁してしまっ
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たものである。 

そして、このような情勢認識に対応するための新安保法制法は、「切れ目のな

い」対応を可能とするためとして、集団的自衛権の行使や後方支援活動等の実

施と相まって、いわゆるグレーゾーンにおける米軍等の武器等防護を可能なも

のとし、ＰＫＯにおいてもさらに積極的な活動を危険を冒してでもできるよう

にし、地理的限界なく世界中で、世界中のできごとに、自衛隊が随時対応でき

るものとしている。 

しかも、平成２７年４月２７日に日米間で合意された新たな日米防衛協力の

ための指針（新ガイドライン）は、このような新安保法制法による日本の自衛

隊の活動を前提として、グローバルな日米同盟の強化、「切れ目のない、力強い、

柔軟かつ実効的な日米共同の対応」等を目的とし、国際平和への脅威や武力攻

撃に対する共同対処行動等を緊密に実施する体制をとろうというものである。 

こうして、「脅威が世界のどの地域において発生しても、我が国の安全保障に

直接的な影響を及ぼしうる状況になっている」との政府の状況認識のもと、憲

法９条の歯止めを失った新安保法制法の下で、また新ガイドラインに基づく米

軍との連携の強化の下で、政府の「総合的判断」により、集団的自衛権の行使

等はもとより、ＰＫＯにおける駆け付け警護や米軍等の武器等防護の実施が容

易にかつ安易に行われてしまう危険性・蓋然性は、極めて高いものと言わなけ

ればならない。 

７ 違法性 

第２、第３及び第５で述べたように、ＰＫＯにおける駆け付け警護等の国際平和

協力業務の実施及び外国軍隊の武器等防護のための警護の実施は、いずれも、憲法

９条に違反するものであり、本件処分は違憲の法令の規定に基づくものであるから、

本件処分をすべきでないことが根拠となる法令の規定から明らかである。 
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結 語 

新安保法制法のうち、これまでの政府の憲法解釈においても許されないものとさ

れてきた憲法９条の規範内容を覆して、ＰＫＯにおける駆け付け警護等の国際平和

協力業務とそれに伴う任務遂行のための武器使用を容認し、また、米軍等の武器等

を防護するためこれを警護する自衛官が武器を使用できるとする法条は、明らかに

憲法９条に違反し、また、憲法改正手続を潜脱して立憲主義を蹂躙するものである。 

日本の安全保障の体制がいかにあるべきかについては、人により、立場によって

異なりうる。しかし、最低限、立憲主義を共通の根本理念とする限り、憲法の条項

はとりわけ立法権、行政権によって遵守されなければならず、時の政府の解釈によ

ってその内容が改変され、憲法に違反した立法によって憲法、特にその基本原理を

否定することは決して許されない。それは、立憲主義国家の自己否定である。 

新安保法制法は、その禁を犯すものであり、しかも、それによって、日本の国の

あり方を根本から変えてしまいかねないものである。 

原告らは、こうした国・政府の重大な過ちによって自らの平和的生存権、人格権、

そして憲法改正・決定権という基本的な権利を侵害された者であり、その救済を司

法に求めることを通じて、その過ちから原告ら国民・市民の基本的人権を守り、さ

らにこの国の立憲主義と平和主義のあるべき指針を確認したいと願うものである。

裁判所が、その権限を十全に発揮し、その職責を全うして、このような国民・市民

の負託に答えられんことを強く期待するものである。 

以 上 

 



南スーダンＰＫＯ関係できごとの経過

年　月　日 で　き　ご　と 資　料

2011年
　7月9日

南スーダン共和国がスーダンから独立。
国連安保理決議１９９６号（７月８日）により、国づくり支援の
国連南スーダン共和国ミッション（ＵＮＭＩＳＳ）設立

　11月15日 政府（野田内閣）、実施計画を閣議決定し、派遣を決定

2012年1月 第１次隊を派遣（約２４０人／CRF（一部北部方面隊）

　　  5月 第２次隊を派遣（約３５０人／北部方面隊）

　　　11月 第３次隊を派遣（約３５０人／東北方面隊）

2013年5月 第４次隊を派遣（約２４０人／西部方面隊）

　　　7月
南スーダン政権内の権力闘争で、キール大統領がマシャール副大
統領を含む全閣僚を解任。

　　  11月 第５次隊を派遣（約４００人／中部方面隊）

　　　12月
首都ジュバの衝突で内戦状態へ
（自衛隊が韓国軍へ弾薬を提供）

２０１４年

　　5月27日
安保理決議2155号。UNMISSの筆頭任務を住民保護とし、兵力の上
限引き上げ。

　　5月 第６次隊を派遣（約４００人/北部方面隊）

　　11月 第７次隊を派遣（約３５０人／東北方面隊）

２０１５年

　　5月 第８次隊を派遣（約３５０人／西部方面隊）

　　8月26日

内戦状態にあったキール大統領とマーシャル副大統領は、停戦合
意と移行政府樹立に合意し、双方が敵対行為を停止し、総選挙を
実施するまでの間、暫定的な国民統一政府を実現することを決め
た（しかし合意は守られなかった）。

　　9月19日
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（改正ＰＫＯ
協力法）成立

　　11月 第９次隊を派遣（約３５０人／中部方面隊）

２０１６年

北東部の州都マラカルの国連基地内の避難民保護キャンプを南
スーダン政府軍兵士が襲撃し略奪・焼き討ちを行い、国境なき医
師団２名を含む１８人が死亡し、９０人以上が負傷した（２月１
８日も含む）。

2/20・23赤
旗、2/21朝
日

　　3月22日 防衛大臣が陸上自衛隊に対し第１０次隊の派遣命令を発した

　　3月29日 改正ＰＫＯ協力法施行

　　4月29日
マシャール副大統領がジュバに帰還し、前年８月の合意に基づく
暫定政府を樹立

　　5月 第１０次隊を派遣（約３５０人／北部方面隊）

　　7月
　　8～11日

首都ジュバ市内で、政府軍と反政府勢力の大規模な戦闘が発生。
１０～１１日、自衛隊の宿営地の隣にあるビルでも激しい銃撃
戦。
１１日、マシャール副大統領が国外に退避。

9/18東京、
11/4･16/28
朝日など
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　　7月11日
UNMISS司令部近くのテラインホテルで外国人援助関係者らに対
し、政府軍兵士が殺傷、集団レイプ等。

11/1朝日な
ど

　　7月11日

アメリカ大使館が退避を望む米国人全てを対象に航空機を手配
し、国境なき医師団がスタッフを引き揚げ、ウガンダが自国民を
退避させるために部隊を派遣する中、菅官房長官は、「（ＰＫＯ
派遣の）５原則が崩れたとは考えていない」とし、陸自部隊は当
面撤退させない意向を表明した。

7/12朝日な
ど

　　7月14日
国際協力機構（ＪＩＣＡ）関係者ら日本人９３人が南スーダンか
らケニアに待避

7/14朝日

　　8月12日
国連安保理は、決議２３０４号で、２０１６年７月に始まった内
戦による人道被害に対して文民を積極的に防護するため、地域防
衛軍４０００人を新たに派遣することを決定した。

8/14朝日

　　9月14日 駆け付け警護の実動訓練開始

　　9月30日 ジャーナリストの布施祐仁氏、派遣部隊の日報を情報開示請求

　　10月8日 稲田防衛相、南スーダン訪問。

　　10月8日
ジュバにつながる幹線道路でトラックが襲撃され、21人が死亡し
たとされる事件が発生するも、UNMISSは現場付近への立ち入りを
許可されなかった。

10/11朝日
夕刊、
10/12東京

　　10月11日
稲田防衛相、参院予算委員会で、自衛隊が活動する首都ジュバ市
内は「比較的落ち着いている」との認識を示した。

　　10月14日
　　夜～15日

南スーダン北東部マラカル周辺で政府軍と反政府勢力の間で激し
い戦闘が起き、双方合わせて少なくとも60人が死亡した。

10/18東
京、10/18
朝日夕刊

　　10月18日

稲田防衛相、「自衛隊が活動しているジュバ市内は落ち着いてい
る。」と述べ、自衛隊の活動には影響が無いとの認識を示した。
一方で、次期派遣部隊に安全保障関連法で任務を拡大した「駆け
付け警護」を付与するかどうかは「現地情勢や訓練状況などを慎
重に見極めつつ、検討していく」と述べた。

10/18東京
夕刊

　　10月20日
反政府勢力のトップ、マシャル前副大統領は「7月に起きた戦闘
で、和平合意と統一政権は崩壊したと考えている」と語った。

10/21朝日

　　10月25日
１０月３１日までとなっていた派遣期間を２０１７年３月３１日
まで延長することを閣議決定

　　10月26日
反政府勢力のトップ、マシャル前副大統領は、南スーダンの内戦
について「政治的解決が見いだせなければ（首都）ジュバが標的
になる」と述べ、首都攻撃も辞さない姿勢を示した。

10/27東京
夕刊

　　11月2日
ケニア政府、ケニア出身の軍司令官が更迭されることに反発し、
UNMISSから自国の部隊（1053人）を撤収させる考えを表明。

11/4東京

　　11月11日

国連のアダマ・ディエン事務総長特別顧問は、南スーダンの内戦
について「政治的な対立で始まったものが完全な民族紛争になり
得るものへと変質した」と述べ、ジェノサイド（民族大虐殺）に
発展する恐れがあると強い懸念を示した。

11/12東京
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　　11月15日

政府、南スーダンＰＫＯについて、改正ＰＫＯ協力法に基づく新
たな任務である「駆け付け警護」を付与する閣議決定「南スーダ
ン国際平和協力業務実施計画」の変更を行った。また、駆け付け
警護の内容・地域等、宿営地共同防護等について「新任務付与に
関する基本的考え方」を策定した。

　　11月18日
第１１次隊を派遣（東北方面隊）
稲田防衛相、「駆け付け警護」と「宿営地共同防護」の付与命令

　　11月20日 第１１次隊第１陣出発

　　11月24日

UNMISSの揚超英司令官代理が、南スーダン大統領派と前副大統領
の対立について「和平合意が維持されているとは言えない」と述
べ、ジュバの治安状況については「予測不可能で非常に不安定」
として厳しい情勢認識を示した。

11/26朝日

　　11月
防衛省が、2016年6月に表題以外全てを黒塗りにして開示した陸
自の南スーダンPKOに関する作成資料を公開し、内容が現地報道
を基に反政府勢力の「支配地域」を示した地図だったことが判明

11/24東京

　　12月1日

南スーダンの人権問題を調査する国連の委員会は、声明で｢飢え
や集団強姦、村の焼き討ちといった形で国内各地ですでに民族浄
化が進んでいる｣と警告し、｢国際社会には(大虐殺に発展するこ
とを)防ぐ義務がある｣と訴えた。

12/2東京夕
刊

　　12月2日
防衛省、自衛隊派遣部隊の7月11日及び12日付「日報」を「廃
棄」したとして、不開示決定

　　12月12日 第11次隊、｢駆け付け警護｣と｢宿営地の共同防衛｣の運用開始。

　　12月23日
武器禁輸などの制裁を南スーダンに科す国連安全保障理事会の決
議案が、日本やロシアなど8カ国が棄権したことで廃案となった

12/24東京
12/25朝日

２０１７年

　　2月6日

防衛省、2016年7月のジュバ市内における大規模戦闘に関する文
書（7月11日及び12日付けの「南スーダン派遣施設隊日々報告」
及び「モーニングレポート」）を一転して公表。統合幕僚監部で
データがみつかったとのこと。

2/7東京、
2/8朝日

　　2月7日
国連のアダマ・ディエン事務総長特別顧問は、エクアトリア地方
からウガンダに1月だけで5万2000人以上が難民として逃れたと述
べた。

2/8東京

　　2月8日

稲田防衛相、衆議院予算委で、「日報」について｢事実行為とし
ての殺傷行為はあつたが、法的な意味の戦闘行為ではなかった｣｢
(政府として)国会答弁する場合には、（戦闘という）憲法９条上
の問題になる言葉は使うべきではないことから、武力衝突という
言葉を使っている｣と答弁。

　　2月9日
｢日報｣問題について、稲田防衛相は、防衛省が｢廃棄｣していたと
する文書を2016年12月26日に見つけながら、自らへの報告が1カ
月遅れの2017年1月27日だったことを明らかにした。

2/9東京夕
刊

　　2月11日
国連安全保障理事会が、報道機関向け声明を発表し、南スーダン
全土、とくににエクアトリア、上ナイル両州で続く戦闘を強く非
難し、即時停戦を求める。

2/12東京

　　2月13日
防衛省、2016年7月11～14日に中谷元防衛相(当時)に報告された
情報資料｢衝突事故の概要｣の一部を公表

2/14東京
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　　2月14日
日報「廃棄」問題で、国会審議への影響を懸念する与党の反対
で、防衛省が調査委員会の立ち上げを断念

2/17朝日

　　2月17日
2012年の派遣開始以来のすべての日報が電子テータの形で見つ
かった

2/18東京、
2/19朝日

　　2月17日
反政府勢力のトップであるマシャル前副大統領が｢我々は戦い続
ける。首都はジュバは主要な標的だ｣と述べた

2/19朝日

　　2月20日
稲田防衛相が、2016年12月2日の不開示決定の前に、日報につい
て統幕に照会したものの、統幕が日報の保有を明らかにせず、さ
らに不開示を了承する決裁をしていたことを明らかにした。

2/21東京

　　3月10日
政府、南スーダン派遣の陸上自衛隊施設部隊を５月末までに撤収
させることを決定

　　3月13日 防衛省、日報の2016年6月20日～9月10日分を公表

　　3月15日
陸上自衛隊で｢廃棄した」とされた日報データが、陸上自衛隊内
部でも保管されていたこと、不開示決定後の2月に陸自上層部か
ら、陸自内のデータの消去指示がなされたことも報道される。

3/16朝日・
東京夕刊
3/17朝日・
東京

　　3月16日
防衛大臣、日報不開示・隠蔽問題を防衛省内の防衛監察本部にお
いて特別防衛観察を行うと表明

3/１７朝
日・東京

　　3月18日 ＰＫＯ自衛隊員5人、南スーダン政府軍に一時拘束される 3/19東京

　　3月24日 自衛隊施設部隊に撤収命令

　　4月17日 撤収開始（第１陣６８人）

　　5月25日 撤収終了（部隊で最後の約４０人）
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